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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
本
稿
の
目
的
と
意
義

　
本
稿
の
目
的
は
、
記
述
的
な
分
析
方
法
を
用
い
て
中
央
政
治
と
中
央
行
政
が
、
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
対
し
、
与
え
て
い
る
影
響
の

特
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
政
策
争
点
に
対
し
、
地
方
議
員
が
選
挙
時
に
掲
げ
た
公
約
と
公
式
の
議
会
活
動
と

の
間
の
一
致
特
性
と
、
そ
れ
に
対
す
る
中
央
政
治
の
影
響
に
つ
い
て
で
あ
り
、
第
二
は
、
地
方
分
権
改
革
後
の
地
方
政
府
の
政
策
形
成
過

程
に
お
け
る
中
央
行
政
の
影
響
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
地
方
政
治
に
お
け
る
地
方
議
員
に
つ
い
て
は
、
首
長
と
い
う
執
政
府
に
対
し
て
地
方
議
会
を
立
法
府
と
す
る
観
点
か
ら
政
策
選
択
の
ア

ク
タ
ー
と
し
て
役
割
の
評（
₁
）価が
行
わ
れ
て
き
た
。
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
と
し
て
有
権
者
を
よ
く
代
表
し
て
い
る

と
い
う
擬（
₂
）制が

前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
擬
制
が
成
り
立
つ
か
否
か
の
研
究
が
、
国
政
レ
ベ
ル
で
は
当
選
後
の
議
員
が
議
員
個
人
と
し

て
ど
の
よ
う
に
有
権
者
の
代
表
と
し
て
議
会
活
動
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
「
公
約
一
致
度
」
と
い
う
視（
₃
）座か

ら
行
わ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
国
政
レ
ベ
ル
の
分
析
を
援
用
し
た
地
方
議
員
の
公
約
一
致
度
の
分（
₄
）析も
計
量
的
な
手
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
地
方
政
治
の
特
徴
と
し
て
、
戦
後
長
ら
く
中
央
・
地
方
関
係
に
お
け
る
中
央
優
位
の
階
統
的
規
定
性
が
、
首
長
に
対
し

て
も
地
方
議
員
に
対
し
て
も
大
き（
₅
）いと
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
の
地
方
分
権
改
革
が
も
た
ら
し
た
機
関
委

任
事
務
の
全
廃
に
よ
り
、
法
規
範
の
上
で
は
地
方
政
府
は
自
己
決
定
性
が
高
め
ら
れ（
₆
）たと

言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
計
量
的
な
分
析
手
法

が
新
た
な
地
方
議
会（
₇
）像を
提
示
し
つ
つ
あ
る
が
、
地
方
議
会
の
特
性
が
操
作
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
だ
け
で
十
分
に
解
明
さ
れ
得
る
か
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
現
実
の
地
方
議
会
の
審
議
内
容
の
大
半
を
占
め
デ
ー
タ
化
が
困
難
な
議
案
以
外
の
審
議
、
即
ち
本
会
議
の
一
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般
質
問
や
委
員
会
で
の
事
務
事
業
審
査
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
審
議
に
お
い
て
現
れ
た
地
方
議
員
に
よ
る
審
議
発
言
の
結

果
は
、
条
例
の
一
部
改
正
の
議
決
結
果
や
そ
の
他
の
形
式
的
な
議
決
事
件
の
量
的
結
果
よ
り
も
、
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
質
的
な
規
定

性
を
与
え
る
と
す
る
視
座
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
地
方
議
会
の
審
議
構
造
そ
の
も
の
に
あ
る
。
第
一
に
、
議
決
結
果
の
よ
う
に
定
量
化
し
や
す
い
も
の
は
、
本
会
議
で
の

採
決
結
果
で
し
か
な
い
。
通
常
、
本
会
議
当
日
に
議
会
事
務
局
か
ら
説
明
さ
れ
る
三
〇
分
程
度
の
議
会
運
営
委
員（
₈
）会に

お
い
て
も
、
形
式

的
議
件
は
、
そ
の
他
案
件
と
し
て
説
明
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
形
式
的
議
件
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
は
議
決
結
果
で
あ
っ
て
議

決
過
程
で
は
な
い
。
第
二
に
、
議
決
事
件
は
、
一
部
の
条
例
案
や
新
規
事
業
予
算
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
定
例
化
・
経
常
化
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
争
点
と
な
る
よ
う
な
政
策
選
択
と
は
距
離
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
地
方
議
会
の
特
徴
で
あ
る
議
題
制
約
の
な
い
常

任
委
員
会
で
の
事
務
事
業
審
査
の
内
容
は
、
議
決
事
件
の
よ
う
に
数
量
的
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
務
事
業
審
査

は
、
多
数
議
席
の
反
映
と
し
て
の
十
分
な
質
問
時
間
を
有
す
る
会
派
が
行
う
、
首
長
に
対
す
る
「
一
般
質
問
」
に
対
し
、
議
員
個
人
と
し

て
制
約
な
く
発
言
で
き
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、
従
来
は
常
任
委
員
会
の
議
事
録
の
公
開
が
少
な
か
っ
た
た
め

検
証
が
困
難
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
地
方
政
府
の
政
策
形
成
の
中
心
と
見
な
さ
れ
て
き
た
条
例
・
規
則
制
定
な
ど
の
政
策
立
法
力
は
、
国
策
（
通
達
）
や
国
か

ら
の
委
任
条
例
な
ど
か
ら
の
規
定
性
が
強
く
、
地
方
分
権
改
革
後
も
「
暫
定
的
複
写（
₉
）型」
の
立
法
対
応
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
非
立
法
的
政
策
過
程
即
ち
本
会
議
の
一
般
質
問
や
常
任
委
員
会
等
で
の
事
務
事
業
審
査
は
、
少
な
か
ら
ず
首
長
側

の
政
策
選
好
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
の
政
策
形
成
力
は
、
ど
の
よ
う
な
動
態
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
地
方
議
会
の
審
議
構
造
を
踏
ま
え
た
上
で
、
政
策
過
程
の
特
性
に
つ
い
て
、
審
議
内
容
に
則
し
た
記
述
的

分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
議
会
の
政
策
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
政
策
過
程
論
に
基
づ
く
研
）
10
（

究
が
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
実
際
の
地
方
議
会
に
お
け
る
本
会
議
や
委
員
会
の
公
開
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
首
長
及
び
行
政
職
員
と
議
員
間
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で
の
審
議
内
容
の
公
開
状
況
か
ら
、
地
方
議
会
を
対
象
と
し
た
公
式
の
議
事
録
に
基
づ
く
政
策
過
程
の
変
容
を
検
証
す
る
研
究
は
困
難
で

あ
っ
）
11
（

た
。

　
以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
は
、
地
方
議
会
議
事
録
か
ら
対
象
期
間
内
の
争
点
化
し
た
政
策
に
関
連
し
た
質
疑
を
、
議
案
審
議
に
加

え
て
そ
れ
以
外
の
事
務
事
業
審
査
に
お
け
る
議
会
発
言
に
拡
大
し
て
解
析
し
、
地
方
議
員
の
公
約
一
致
志
向
に
対
し
て
政
権
交
代
や
国
策

変
更
と
い
う
外
部
要
因
が
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
地
方
政
府
の
政
策
変
容
の
過
程
と
し
て
検
証
す
る
。
具
体
的
に
は
、
過
程

追
跡
に
よ
る
事
例
内
比
較
を
通
じ
て
、
地
方
政
府
に
よ
る
政
策
変
容
過
程
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
分
析
結
果
か
ら
、
事
例
と
し
た
地
方
政
府
で
は
、
地
方
議
員
の
選
挙
公
約
の
地
方
議
会
で
の
実
践
は
国
策
変
更
の
規
定
性
を
強

く
受
け
る
こ
と
が
、
議
会
審
議
内
容
の
解
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
対
象
地
方
議
会
に
お
い
て
は
、
新
規
の
政
策
立
法
だ
け
で
な
く
予

算
の
大
幅
な
変
更
も
な
か
っ
た
が
、
国
策
変
更
と
地
域
政
策
と
の
乖
離
を
踏
ま
え
、
既
存
権
益
の
現
状
維
持
点
に
向
け
た
新
た
な
均
衡
点

を
形
成
す
る
と
い
う
政
策
変
容
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
決
結
果
な
ど
を
デ
ー
タ
化
し
た
計
量
的
分

析
で
は
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
特
性
が
析
出
さ
れ
、
地
方
政
府
の
政
策
形
成
の
審
議
レ
ベ
ル
で
の
動
態
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
の
意
義
は
、
地
方
議
会
の
審
議
特
性
を
、
そ
の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
本
会
議
で
の
一
般
質
問
や
、
常
任
委
員
会
等
で
の
事
務
事
業

審
査
に
代
表
さ
れ
る
非
立
法
的
政
策
形
成
過
程
の
動
態
と
し
て
、
議
員
個
人
の
議
会
発
言
に
則
し
て
明
ら
か
に
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。

㈡
　
事
例
選
定

　
二
〇
一
〇
年
代
に
入
り
、
地
方
政
府
の
Ｉ
Ｔ
化
の
進
展
に
よ
り
首
長
と
議
会
（
議
員
）
間
の
公
式
の
審
議
内
容
が
、
議
会
議
事
録
と
し

て
地
方
政
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
く
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
は
、
地
方
議
会
の
四
年
の
任
期
全
体
が
直
近
で
観
察
で
き
る

二
〇
一
一
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
を
基
準
時
と
し
て
、
以
下
の
条
件
に
よ
り
事
例
を
選
定
す
る
。

ⅰ
：
地
方
分
権
改
革
が
知
事
へ
の
分
権
と
さ
れ
）
12
（
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
。
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ⅱ
：
政
策
過
程
の
変
容
を
観
る
こ
と
か
ら
、
知
事
選
挙
及
び
都
道
府
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発
行
、
議
会
本
会
議
及

び
委
員
会
の
議
事
録
の
全
文
並
び
に
議
決
結
果
の
議
員
個
人
単
位
の
賛
否
が
Ｉ
Ｔ
ベ
ー
ス
で
完
全
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ⅲ
：
二
元
代
表
の
相
互
作
用
を
観
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
の
議
会
議
員
の
任
期
と
知
事
の
任
期
の
重
複
期
間
が
よ
り
長
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

　
こ
れ
ら
の
条
件
に
つ
い
て
、
二
〇
一
一
年
の
統
一
地
方
選
挙
を
基
準
と
し
二
〇
一
一
年
一
〇
月
の
調
査
時
）
13
（

点
で
条
件
を
満
た
し
た
も
の

は
、
東
京
都
、
青
森
県
及
び
大
阪
府
の
三
都
府
県
の
み
で
あ
っ
た
。
三
都
府
県
の
対
象
期
間
内
の
主
な
政
策
論
点
は
、
青
森
県
が
「
地
域

原
子
力
施
設
立
地
政
策
」（
以
下
包
括
的
意
味
合
い
で
は
「
原
発
政
策
」
を
用
い
る
）
を
は
じ
め
と
す
る
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
東
京
都
が

「
株
式
会
社
新
銀
行
東
京
」
の
乱
脈
経
理
問
題
と
「
中
央
卸
売
市
場
築
地
市
場
移
転
・
再
整
備
」
問
題
、
大
阪
府
は
「
都
構
想
」
の
是
非

で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
対
象
期
間
中
に
知
事
交
代
が
な
く
、
二
元
代
表
の
任
期
の
重
複
期
間
が
最
も
長
か
っ
た
の
は
青
森
県
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
青
森
県
を
事
例
と
し
て
選
定
す
る
。
対
象
期
間
の
青
森
県
議
会
の
議
会
議
事
録
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
議
事
進

行
発
言
等
を
除
い
た
総
発
言
数
は
四
万
九
三
五
九
発
言
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
の
関
連
か
ら
解
析
し
、
政
策
変

容
に
関
す
る
二
つ
の
論
点
を
検
証
す
る
材
料
と
し
て
用
い
た
。
な
お
、
こ
の
間
の
原
発
政
策
に
関
す
る
議
決
事
件
は
、
県
税
条
例
案
二
本

（
可
決
）、
意
見
書
案
二
件
（
可
決
一
、
否
決
一
）、
請
願
一
件
（
不
採
択
）
の
四
件
の
み
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
の
構
成
は
、
続
く
第
二
章
で
既
存
研
究
及
び
分
析
枠
組
を
示
す
。
第
三
章
で
は
、
選
定
さ
れ
た
事
例
の
概
要
と
政
策
争
点
を
提
示

す
る
。
第
四
章
で
は
、
分
析
結
果
を
示
す
。
お
わ
り
に
、
結
論
と
残
さ
れ
た
課
題
を
述
べ
る
。
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二
　
既
存
研
究
と
分
析
枠
組

㈠
　
既
存
研
究

　
日
本
の
中
央
・
地
方
関
係
論
は
、
官
治
的
中
央
統
制
を
基
準
と
し
た
戦
前
戦
後
連
続
論
（
辻
　
一
九
六
九
）・
断
絶
論
（
長
濱
　
一
九
五

二
）
に
対
し
て
、
戦
後
の
地
方
社
会
の
変
化
を
踏
ま
え
た
「
水
平
的
政
治
競
争
モ
デ
ル
」（
村
松
　
一
九
八
八
）
な
ど
に
よ
り
進
展
し
て
き

た
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
改
革
で
は
、
中
央
・
地
方
関
係
を
「
上
下
・
主
従
」
か
ら
「
対
等
・
協
力
」
へ
の
変
革
が

目
指
さ
れ
、
同
時
に
地
方
議
会
の
活
性
化
も
期
待
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ
た
視
点
の
一
つ
が
、
民
意
の
代
表
機
能
で
あ
る
。
二
元
代
表
制
論

が
隆
盛
と
な
っ
た
の
は
、
地
方
議
会
が
首
長
と
並
ん
で
地
域
の
民
主
主
義
の
質
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
て
き
）
14
（
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
地
方
政
治
に
お
け
る
有
権
者
と
地
方
議
員
の
民
意
の
付
託
関
係
を
選
挙
公
約
の
視
角
か
ら
分
析
す
る
が
、
山
崎
（
二
〇
〇

三
）
は
選
挙
公
報
に
着
目
し
、
地
方
政
府
の
予
算
・
決
算
と
の
連
動
性
や
議
会
内
発
言
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
確
認
に
は
、

選
挙
公
報
の
発
行
や
議
会
議
事
録
の
公
開
が
不
可
欠
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
山
崎
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の

選
挙
公
報
の
発
行
状
況
は
三
割
以
下
で
あ
っ
た
。
廣
瀬
は
、
地
方
議
会
の
運
営
に
関
す
る
全
国
的
な
実
態
調
査
を
二
〇
〇
七
年
か
ら
実
施

し
、
そ
の
結
果
を
年
度
白
）
15
（

書
に
ま
と
め
て
い
る
。
例
え
ば
議
案
に
対
す
る
賛
否
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
調
査
開
始
以
降
に
着
実
に
増
加
し

て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
九
月
時
点
で
六
・
三
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
二
〇
一
四
年
一
月
調
査
結
果
で
は
四
〇
・
四
％
に
ま
で
進
ん

で
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
選
挙
公
約
と
議
会
活
動
の
一
致
度
に
着
目
し
た
研
究
は
、
国
政
レ
ベ
ル
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
品
田
（
二
〇
〇
）
16
（

一
）
は
、

国
政
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
用
語
を
コ
ー
ド
化
す
る
方
法
で
政
策
類
型
を
析
出
し
た
上
で
、
選
挙
公
約
と
得
票
状
況
に
関
す
る
相
関
を
分

析
し
て
い
る
が
、
当
選
後
の
議
会
活
動
は
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
林
・
岡
田
・
鷲
田
・
金
（
二
〇
一
四
）
は
、
国
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政
に
お
け
る
将
来
期
待
投
票
の
評
価
軸
と
し
て
、
ま
ず
「
選
挙
公
報
」
の
効
果
に
着
目
を
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
の
国
政
で
は
「
政

党
・
候
補
者
の
政
策
公
約
が
投
票
行
動
に
与
え
る
影
響
は
必
ず
し
も
満
足
の
い
く
レ
ベ
ル
に
は
達
し
て
い
な
）
17
（

い
」
こ
と
か
ら
、
代
議
制
民

主
主
義
の
質
を
公
約
と
議
会
活
動
の
一
致
度
指
標
に
よ
っ
て
検
証
し
、
提
示
さ
れ
た
公
約
の
実
行
度
か
ら
「
代
議
制
民
主
主
義
が
十
分
機

能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
）
18
（
い
」
と
し
て
い
る
。
米
国
の
例
で
は
、Sulkin

（2009, 20

）
19
（11

）
に
よ
っ
て
選
挙
ア
ピ
ー
ル
と
立
法
行
動
の
実
証

分
析
が
行
わ
れ
、
候
補
者
と
し
て
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
遵
守
と
当
選
後
の
立
法
者
と
し
て
の
遵
守
の
両
面
に
お
い
て
、
公
約
遵
守
が
課

題
優
先
度
と
し
て
追
及
さ
れ
る
過
程
と
し
て
予
測
さ
れ
る
と
し
、
米
国
議
会
で
は
、
上
下
両
院
と
も
に
次
回
選
挙
ま
で
の
期
間
を
念
頭
に

選
挙
公
約
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
地
方
政
治
を
政
策
過
程
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
研
究
で
は
、
地
方
政
府
の
関
係
者
に
対
す
る
政
策
決
定
の
調
査
に
よ
っ
て
、

政
策
形
成
に
影
響
力
を
持
つ
ア
ク
タ
ー
を
析
出
し
た
も
の
（
小
林
他
　
一
九
八
七
）
が
あ
る
。
こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
地
方
政
府
と
外
部

と
の
関
連
に
関
わ
る
ア
ク
タ
ー
で
は
、「
市
（
区
）
長
」
に
次
い
で
「
市
（
区
）
議
会
」
の
影
響
力
が
二
番
目
に
大
き
い
と
す
る
結
果
が
、

地
方
政
府
の
政
策
決
定
過
程
の
関
係
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
議
会
を
首
長
と
並
ぶ
有
力
な
機
関
と

す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
・
地
方
関
係
を
、
日
本
政
治
の
多
元
的
性
格
か
ら
分
析
し
地
方
利
益
の
表
出
・
媒
介
を
政
策

過
程
と
し
て
把
握
す
る
と
し
た
も
の
（
中
野
　
一
九
九
二
）
や
、
政
策
過
程
論
の
地
方
政
治
分
析
へ
の
応
用
（
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー

編
著
　
一
九
七
九
、
磯
崎
　
一
九
九
七
）
を
事
例
研
究
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
等
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
外
部
環
境
の
変
化
を
政
策
変
容
の
起
因
と
す
る
視
点
に
立
つ
研
究
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
政
界
再
編
、
制
度
変
更
、

政
権
交
代
な
ど
に
着
目
し
た
も
の
が
あ
る
。
真
渕
に
よ
れ
ば
、
政
策
論
文
は
、「
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け
ば
、
大
多
数
の
論
考
は
政
策
を

分
析
し
て
は
い
る
が
、
政
策
過
程
を
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
）
20
（
い
」
と
し
て
、
政
界
再
編
時
と
さ
れ
る
一
九
九
〇
年
代
の
政
策
決
定
過

程
の
全
体
像
の
把
握
を
す
る
た
め
、
ラ
ン
ダ
ム
に
事
例
を
多
数
選
択
し
、
一
九
九
〇
年
代
の
日
本
の
政
策
決
定
過
程
の
分
析
を
量
的
分
析

に
近
い
手
法
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
制
度
改
革
が
政
策
に
及
ぼ
し
た
変
容
を
分
析
し
た
も
の
（
森
田
・
金
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井
編
著
　
二
〇
一
二
）
な
ど
も
あ
る
が
、
政
権
交
代
が
政
策
過
程
に
与
え
る
影
響
（
上
神
　
二
〇
一
〇
、
白
鳥
編
著
　
二
〇
一
〇
）
に
つ
い
て
は
、

そ
の
検
証
に
一
定
の
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
民
主
党
政
権
下
で
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ
る
政
策
過
程
の
変
容
（
白
鳥
編
著
　
二

〇
一
三
）
の
分
析
に
つ
い
て
も
同
様
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
個
別
の
政
策
領
域
で
は
、
原
子
力
政
策
（
金
井
　
二
〇
一
二
、
城
山
　
二
〇
一
二
、
井
上
　
二
〇
一
四
）
を
論
じ
て
い
る
も
の
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
城
山
に
よ
れ
ば
、
原
子
力
安
全
規
制
政
策
は
三
つ
の
段
階
が
あ
り
、
二
〇
一
一
年
の
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
事
故
は
、
第
三
の
政
策
再
編
を
も
た
ら
し
）
21
（
た
と
し
て
い
る
。
金
井
は
原
子
力
災
害
を
公
害
と
す
る
視
角
か
ら
の
分
析
を
行
い
、
井
上

は
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
に
対
す
る
原
子
力
施
設
立
地
自
治
体
の
視
角
か
ら
メ
タ
政
策
と
個
別
・
地
域
政
策
と
の
相
克
を

分
析
し
て
い
る
。

　
政
治
過
程
と
政
策
過
程
の
関
係
は
、
大
嶽
に
よ
れ
ば
「
政
治
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
が
持
つ
独
自
性
や
そ
の
複
雑
性
の
故
に
、
相

互
に
比
較
し
た
り
一
般
化
し
た
り
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
均
一
の
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
難
し
）
22
（
い
」
た
め
に
事
例
研
究
を
出
発
点
と
す
る

こ
と
が
多
く
な
る
が
、「
政
策
過
程
に
つ
い
て
の
（
あ
る
局
面
に
お
け
る
）
全
体
像
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
利
）
23
（

点
」
が
あ
る
と
し
て
お
り
、

草
野
は
政
策
過
程
論
を
分
析
枠
組
と
す
る
事
例
研
究
の
必
要
）
24
（
性
に
言
及
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
既
存
研
究
で
は
、
地
方
政
府
に
お
け
る
政
策
の
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
と
し
て
、
地
方
議
会
の
実
際
の
審
議
内
容

は
、
こ
れ
ま
で
中
心
的
な
検
証
材
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
地
方
政
府
の
二
元
代
表
の
政
策
形
成
、
政
策
変
容
及

び
新
た
な
政
策
均
衡
点
の
形
成
過
程
は
ど
の
よ
う
な
動
態
を
示
す
の
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
青
森
県
の
事
例
に
お
い
て
地
方
政
府
が

検
証
期
間
に
直
面
し
た
政
策
争
点
（
ア
ジ
ェ
ン
ダ
）
と
し
て
の
地
域
原
子
力
政
策
の
変
容
に
つ
い
て
、
二
元
代
表
の
議
会
審
議
の
内
容
に

則
し
て
そ
の
特
性
を
分
析
す
る
も
の
と
す
る
。
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㈡
　
分
析
枠
組

　
本
稿
で
は
、
地
方
政
府
の
政
策
過
程
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
大
規
模
な
外
部
条
件
の
変
更
は
、
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に

変
容
を
迫
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
」
こ
と
、
及
び
「
新
た
な
地
域
政
策
均
衡
点
は
、
主
と
し
て
中
央
行
政
と
地
方
行
政
の
相
互
作

用
を
通
じ
て
地
方
政
府
の
政
策
変
容
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
の
論
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
。
こ
れ
ま
で
地
方
政
府
の

政
策
形
成
モ
デ
ル
が
依
拠
し
て
き
た
の
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
分
）
25
（

析
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
政
治
過
程
の
分
析

と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
政
治
・
政
策
両
過
程
の
分
析
枠
組
を
構
成
の
中
心
と
し
た
「
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ

ル）
26
（

」
を
提
示
し
、
外
部
要
因
と
し
て
の
「
政
権
交
代
」
や
「
国
策
変
更
」
が
、
首
長
と
議
会
の
審
議
内
容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

か
を
分
析
す
る
。

　
従
来
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
い
た
地
方
議
会
の
審
議
内
容
が
、
実
質
的
審
議
の
場
所
で
あ
る
委
員
会
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｔ
ベ
ー
ス

で
の
公
開
が
進
み
、
本
会
議
及
び
委
員
会
の
す
べ
て
の
議
事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
政
策
調
整
や

政
策
の
前
決
定
内
）
27
（
容
も
推
論
が
可
能
と
な
り
、
公
式
な
議
会
活
動
と
し
て
の
発
言
・
賛
否
投
票
行
動
に
よ
り
、
不
透
明
性
を
も
減
少
さ
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
中
央
・
地
方
関
係
は
、
中
央
行
政
と
中
央
政
治
と
い
う
構
造
を
、
厳
密
に
は
地
方
政
治
の
構
造

に
反
映
さ
せ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
中
央
政
治
が
政
権
交
代
な
ど
で
変
化
し
て
も
中
央
行
政
と
地
方
行
政
の
関
係
は
政
策
面
で

は
、
現
状
維
持
の
慣
性
が
強
く
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
政
治
過
程
の
分
析
枠
組
と
さ
れ
る
ド
ー
ソ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
モ
デ
ル
は
、
政
治
過
程
へ
の
入
出
力
を
概
念
化
し
た
に
過
ぎ
ず
、
現
実
の

政
策
過
程
の
変
容
に
つ
い
て
解
析
す
る
モ
デ
ル
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
地
方
政
府
の
政
治
過
程
と
政
策
過
程
を
分
析
す

る
こ
と
が
で
き
る
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
政
治
過
程
は
、
国
民
及
び
そ
の
集
団
の
利
益
・
主
張
・
要
求
が
表
出
さ
れ
政
策
に
変
換
さ
れ
る

過
程
と
さ
れ
、
広
義
に
は
政
治
家
・
官
僚
・
有
権
者
に
加
え
圧
力
団
体
や
市
民
運
動
団
体
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
関
与
も
含
ま
れ
る
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（
秋
山
編
　
二
〇
一
一
、
伊
藤
他
　
二
〇
〇
〇
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
地
方
政
府
の
政
策
変
容
を
従
属
変
数
と
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
独
立
変
数
を
、
地
方
議
会
の
審
議
内
容
に
基

づ
く
狭
義
の
政
治
過
程
に
限
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
二
元
代
表
の
審
議
内
容
に
対
し
、
中
央
行
政
（
政
府
）
の
政
策
変
更
と
中
央
政
治

に
お
け
る
政
権
交
代
が
ど
の
よ
う
な
作
用
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
地
方
政
府
に
も
た
ら
し
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
な
枠
組
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
政
策
過
程
の
変
容
を
地
方
議
会
で
の
公
式
の
審
議
内
容
に
求
め
、
そ
れ
を
デ
ー
タ
と
し
て
地
域
公
共
政
策
の
変
容
―
再
形
成

と
い
う
政
策
過
程
の
動
態
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
掲
（
一
八
頁
）
す
る
図
１
の
「
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ
ル
」
は
、
こ
の
点
に
お

い
て
独
自
性
を
有
し
て
い
る
。

　
大
嶽
に
よ
れ
ば
、
政
策
過
程
は
政
策
決
定
過
程
を
概
念
と
し
て
含
み
、
時
間
的
「
構
造
」
を
持
つ
と
し
て
い
）
28
（
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
の

分
析
は
出
来
事
を
時
系
列
順
に
比
較
す
る
方
法
で
行
う
。
ま
た
、
政
治
過
程
と
は
、
有
権
者
の
意
思
が
選
挙
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
当
選
し

た
議
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
過
程
と
し
、
政
策
過
程
は
、
二
元
代
表
が
議
会
審
議
に
よ
り
政
策
を
形
成
し
決
定
す
る
過
程
と
し
、
ド
ー

ソ
ン
＝
ロ
ビ
ン
ソ
ン
モ
デ
ル
に
お
け
る
「
政
治
過
程
」
と
「
公
共
政
策
」
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。

三
　
事
例
の
概
要
と
政
策
争
点

㈠
　
事
例
の
概
要

　『
青
森
県
基
本
計
画
未
来
を
変
え
る
挑
戦
』（
二
〇
一
三
年
一
二
月
九
日
県
議
会
議
）
29
（
決
）
に
よ
れ
ば
、
青
森
県
で
は
「
東
通
原
子
力
発
電
所

や
大
間
原
子
力
発
電
所
、
六
个
所
村
の
再
処
理
施
設
を
始
め
と
す
る
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
、
む
つ
市
の
使
用
済
燃
料
中
間
貯
蔵
施
設

な
ど
の
原
子
力
施
設
が
立
地
し
、
又
は
計
画
さ
）
30
（
れ
」
て
お
り
、「
原
子
力
産
業
に
つ
い
て
、
安
全
を
最
重
視
し
て
発
展
さ
せ
て
い
く
と
と
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も
に
、
県
内
企
業
の
参
入
や
人
財
の
育
成
を
推
）
31
（
進
」
す
る
と
し
て
い
る
。

　
馬
渡
（
二
〇
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
九
一
年
ま
で
の
五
五
年
体
制
期
間
で
は
、
青
森
県
は
社
会
党
議
席
率
が
一
〇

〜
一
五
％
未
満
の
、「
自
民
絶
対
優
位
）
32
（
型
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
辻
（
二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
青
森
県
で
は
「
一
九
九
九
年
改
選

後
に
は
『
県
政
会
』
所
属
県
議
と
公
明
所
属
県
議
が
『
政
風
・
公
明
』
と
い
う
統
一
会
派
を
結
成
し
自
民
党
に
対
峙
し
）
33
（
た
」
が
、
二
〇
〇

三
年
に
は
自
民
党
（
自
由
民
主
党
を
「
自
民
党
」
と
略
記
す
る
）
の
過
半
数
支
配
が
戻
っ
た
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
の
統
一
地
方
選
で

は
、
自
民
党
は
当
選
時
に
は
四
八
議
席
中
二
四
名
で
あ
り
、
公
明
党
の
二
名
を
合
わ
せ
て
過
半
数
を
押
さ
え
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
一

年
の
時
点
で
は
自
民
党
二
五
名
、
公
明
党
二
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
当
選
時
の
民
主
党
議
員
数
は
ど
ち
ら
も
六
名
で
あ
っ
た
。

　
青
森
県
を
取
り
巻
く
国
内
政
治
状
況
の
特
徴
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
前
後
を
比
較
す
る
と
大
き
く
三
点
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
に
、
政
権
交
代
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
の
総
選
挙
は
、「
戦
後
初
め
て
、
自
民
党
以
外
の
政
党
が
衆
議
院
で
多
数

を
制
し
）
34
（
た
」
大
き
な
外
部
要
因
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
三
・
一
一
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
を
受
け
て
、
時
の
総
理
大
臣

に
よ
る
「
脱
原
発
」
政
策
へ
の
変
更
宣
言
で
あ
る
。
第
三
に
、
非
言
及
公
約
に
対
す
る
政
策
審
議
の
発
生
で
あ
る
。
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
を

前
提
と
し
た
原
子
力
施
設
の
立
地
政
策
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
以
降
の
民
主
党
政
権
の
震
災
対
応
を
踏
ま
え
、
早
期
の
政
権
再
交
代
の
可

能
性
を
織
り
込
ん
だ
上
で
、
知
事
を
地
方
政
府
の
統
括
と
す
る
、
国
策
と
の
調
整
過
程
と
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
青
森
県

に
お
け
る
既
存
の
地
域
原
子
力
施
設
立
地
政
策
が
外
部
要
因
の
大
変
動
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
新
た
な
政
策
均
衡
点
の
形
成
は
、

県
か
ら
国
へ
の
政
治
・
政
策
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
再
変

更
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
表
１
は
、
本
稿
の
背
景
理
解
に
必
要
と
思
わ
れ
る
出
来
事
を
時
系
列
順
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
網
掛
け
さ
れ
た
出
来
事
は
、
本
稿

で
の
外
部
条
件
と
政
治
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
因
と
し
て
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
の
民
主
党
中
心
政

権
の
誕
生
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
、
同
年
四
月
一
〇
日
の
県
議
会
議
員
選
挙
、
同
年
六
月
五
日
の
県
知
事
選
挙
、
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表１　関連年表

年月日 出来事 備考

20090830 第45回衆議院議員選挙 民主党が政権党となる（308議席）

20090916 鳩山内閣発足

20090922 鳩山首相国連演説 温室効果ガスの25％減を表明（原子力政策の継続）

20100602 鳩山首相退陣

20100608 菅内閣発足

20100711 第22回参議院選挙 民主党大敗、衆参でねじれが生じる

20100917 菅改造内閣発足

20110114 第２次菅内閣発足

20110311 東日本大震災発生 東京電力福島第一原発事故で緊急事態宣言

20110410 統一地方選（前半戦） 都知事選（石原４選）、青森県議選、大阪府議選等実施

20110424 統一地方選（後半戦） 自民党が全国で圧勝

20110510 菅首相による政策見直し エネルギー政策で原発依存見直し表明

20110602 菅首相辞任意向表明 復興にめどがついた段階で辞任する旨表明

20110605 青森県知事選挙 三村３選

20110713 脱原発宣言 菅政権が原子力政策の転換を表明

20110826 菅首相退陣表明 特例公債法、再生可能エネルギー特別措置法成立

20110830 菅内閣総辞職

20110902 野田内閣発足

20110911 岩手県知事・県議会議員選
挙

統一地方選延期特例法（達増２選）

20111113 宮城県議会議員選挙 統一地方選延期特例法

20111120 福島県議会議員選挙 統一地方選延期特例法

20120210 復興庁発足

20120915 枝野経済産業相の青森訪問 「革新的エネルギー・環境政策」の提示（国策変更内
容の説明）

20121114 野田首相による衆議院解散
表明

野田首相が、党首討論において11月16日の解散を表明

20121216 第46回衆議院選挙 自民党・公明党が政権党となる。

20130117 三村―茂木大臣会談 三村知事による茂木大臣への原発政策の維持要請

20140411 エネルギー基本計画閣議決
定

エネルギ―基本計画・新規制基準（原発「0」政策の
転換）

出所）筆者作成



地方議会における二元代表の公約と審議の変容

13

同
年
七
月
一
三
日
の
「
脱
原
発
宣
言
」、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
政
権
再
交
代
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
七
日
の
三
村
青
森
県
知
事
と
自
民

党
茂
木
経
済
産
業
大
臣
会
談
、
そ
し
て
二
〇
一
四
年
四
月
一
一
日
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
よ
る
原
発
「
０
」
政
策
見
直
し
の
閣
議
決

定
に
至
る
一
連
の
経
過
で
あ
る
。

㈡
　
青
森
県
に
お
け
る
政
策
争
点

―
原
発
政
策
に
関
す
る
公
約
の
推
移

　
大
震
災
や
政
権
選
択
選
挙
な
ど
を
外
部
条
件
と
す
る
と
き
、
地
方
政
府
の
政
策
選
択
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、

政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
政
権
交
代
や
国
策
変
更
の
他
に
、
首
長
選
挙
や
県
議
会
議
員
選
挙
で
示
さ
れ
る
民
意
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
元
代
表
が
選
挙
時
の
候
補
者
段
階
で
有
権
者
に
示
す
争
点
態
度
の
表
明
方
法
は
、
砂
原
・
土
野
に
よ
れ
ば
、「
選
挙
公
報
の
配
布
を
始

め
、
選
挙
は
が
き
、
直
接
電
話
で
の
有
権
者
の
勧
誘
、
街
頭
演
説
、
選
挙
期
間
中
の
ポ
ス
タ
ー
、
候
補
者
間
の
公
開
討
論
会
な
ど
が
行
わ

れ
）
35
（
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
選
挙
公
報
は
他
の
選
挙
手
段
と
は
異
な
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
第
一
に
、
地
方
議
会
議
員

選
挙
で
の
発
行
は
条
例
規
定
事
項
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
の
調
査
時
点
で
は
四
七
都
道
府
県
中
、
条
例
で
発
行
を
定
め
て
い
た
の

は
三
四
都
道
府
県
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
有
権
者
全
員
へ
の
公
報
性
、
候
補
者
全
員
の
一
覧
性
（
選
挙
区
単
位
）
及
び
記
録
性
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
二
〇
一
五
年
七
月
三
日
に
筆
者
が
実
施
し
た
青
森
県
の
調
査
に
お
い
て
青
森
県
議
会
の
無
所
属
議
）
36
（
員
の
方
か
ら
は
、
候
補
者

の
視
点
と
し
て
は
実
際
の
選
挙
戦
に
お
い
て
投
票
日
間
際
に
届
く
選
挙
公
報
は
念
頭
に
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
チ
ラ
シ
が
有
効
と
考
え
て
お

り
候
補
者
と
し
て
は
、
あ
と
の
戦
略
は
選
対
に
任
せ
選
挙
を
戦
っ
て
い
る
」
と
の
回
答
を
得
た
が
、
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
の
統
一
地

方
選
挙
ご
と
の
意
識
調
査
で
は
「
有
効
度
の
比
較
的
高
い
情
報
チ
ャ
ン
ネ
）
37
（

ル
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
東
日
本
大
震
災
が
、
青
森
県
の
二
元
代
表
の
選
挙
公
約
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
一
一
年
の
県
議
会
議
員
選
挙

並
び
に
県
知
事
選
挙
の
選
挙
公
報
に
お
け
る
地
域
原
子
力
政
策
の
争
点
態
度
と
選
挙
結
果
を
比
較
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
ま
た
表
３

は
県
議
会
議
員
当
選
者
の
選
挙
時
の
選
挙
公
報
に
お
け
る
掲
出
公
約
を
予
算
項
目
別
で
分
類
・
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
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表
２
に
示
し
た
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
原
子
力
政
策
の
公
約
で
、
三
村
青
森
県
知
事
の
原
子
力
政
策
関
連
の
選
挙
公
約
は
、
最
初
の
知

事
立
候
補
時
の
二
〇
〇
三
年
六
月
の
選
挙
に
お
い
て
、「
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
貢
献
す
る
産
業
育
成
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
開
発

研
究
」、「
原
子
力
施
設
の
安
全
厳
守
、
対
策
強
化
を
国
・
事
業
者
に
要
求
」、「
県
独
自
の
核
燃
検
証
チ
ー
ム
の
設
立
を
検
討
」
の
三
項
目

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
二
期
目
の
二
〇
〇
七
年
で
は
、
原
子
力
関
係
に
は
公
約
言
及
は
な
く
な
り
、
三
期
目
の
二
〇
一
一
年
六
月
に
は
、

自
民
党
・
公
明
党
の
推
薦
を
受
け
、
三
か
月
前
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
を
ふ
ま
え
「
安
全
・
安
心
」
の
た
め
「
県
独
自

の
原
子
力
安
全
対
策
検
証
委
員
会
を
立
ち
上
げ
ま
す
」
と
し
て
い
た
。

　
二
〇
一
一
年
六
月
県
知
事
選
に
お
け
る
民
主
党
・
国
民
新
党
推
薦
の
対
立
候
補
は
、「
原
発
新
設
の
凍
結
・
原
子
力
防
災
体
制
の
全
面

見
直
し
」
を
掲
げ
て
い
た
が
、
国
政
に
お
け
る
民
主
党
政
権
逆
風
の
中
で
、
票
は
伸
び
な
か
っ
た
。
日
本
共
産
党
（
以
下
「
共
産
党
」
と
い

う
）
候
補
は
「
原
発
依
存
か
ら
県
民
を
守
る
県
政
へ
」
を
掲
げ
、「
原
発
・
核
燃
は
『
重
大
事
故
』
を
お
こ
す
、『
未
完
成
で
危
険
を
は
ら

ん
だ
技
術
』
の
現
実
を
踏
ま
え
た
県
政
に
変
え
ま
す
」、「『
原
発
・
企
業
誘
致
』
依
存
が
基
本
の
県
政
で
は
、
雇
用
も
地
域
の
産
業
も
よ

く
な
ら
な
い
こ
と
は
、
現
実
が
証
明
」
し
て
い
る
と
政
策
軸
を
明
確
に
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
得
票
数
は
伸
び
ず
、
結
果
は
三
村
知
事
の

三
選
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
表
２
か
ら
県
議
会
議
員
選
挙
で
の
原
子
力
関
連
公
）
38
（

約
を
み
て
み
る
と
、
二
〇
一
一
年
四
月
一
〇
日
の
青
森
県
議
会
議
員
選
挙
は

六
月
の
知
事
選
に
先
行
し
て
争
点
が
示
さ
れ
た
が
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
直
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
発
関
連
施
設
の
立

地
も
含
め
た
県
の
原
子
力
政
策
に
関
す
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
公
約
は
、
立
候
補
者
六
六
名
の
う
ち
六
名
と
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
二
〇

〇
七
年
と
二
〇
一
一
年
で
の
選
挙
公
約
、
当
落
者
数
の
比
較
を
す
る
と
表
２
の
と
お
り
「
推
進
」
公
約
は
二
〇
〇
七
年
で
は
当
選
四
―
落

選
〇
だ
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
「
推
進
」
公
約
を
掲
げ
た
候
補
者
は
い
な
か
っ
た
。「
推
進
」
に
代
わ
っ
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
又

は
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
」
と
い
っ
た
混
合
政
策
が
公
約
と
し
て
登
場
し
、
二
〇
一
一
年
で
は
当
選
二
―
落
選
〇
で
あ
っ
た
。「
非
原

発
」「
脱
原
発
」「
反
原
発
」
の
公
約
で
は
二
〇
〇
七
年
当
選
四
―
落
選
四
だ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
は
東
日
本
大
震
災
直
後
に
も
か
か
わ
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表
２
　
青
森
県
知
事
選
挙
及
び
県
議
会
選
挙
に
お
け
る
原
発
政
策
態
度
と
当
落
結
果

知
事
選
挙

選
挙
年

2007（
平
成
19）

年
6
月
3
日
施
行
県
知
事
選
挙

2011
年
6
月
5
日
施
行
県
知
事
選
挙

候
補
者
名

属
性
、
原
発
政
策
態
度

当
―
落

候
補
者
名

属
性
、
原
発
政
策
態
度

当
―
落

三
村
申
吾

西
谷
み
ち
こ

堀
幸
光

無
所
属
（
自
公
推
薦
）：
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
先
進
地

無
所
属
：
核
燃
サ
イ
ク
ル
見
直
し
・
再
処
理
工
場
稼
働
延
期

共
産
:原
子
力
中
心
政
策
の
転
換
、
再
処
理
工
場
操
業
反
対

当
落落

三
村
申
吾

山
内
た
か
し

よ
し
ま
た
洋

無
所
属
（
自
公
推
薦
）：
原
子
力
安
全
対
策
検
証
委
員
会
設
置

無
所
属
（
民
国
推
薦
）
:原
発
新
設
凍
結
・
防
災
体
制
全
見
直
し

共
産
:既
設
新
基
準
、
新
規
中
止
、
原
発
0へ
の
道
を
国
に
求
め
る

当
落落

県
議
会
議
員
選
挙

選
挙
年

2007（
平
成
19）

年
4
月
8
日
施
行
県
議
会
議
員
選
挙

2011（
平
成
23）

年
4
月
10
日
施
行
県
議
会
議
員
選
挙
と
転
身
状
況

選
挙
区

候
補
者
名
（
会
派
）、
原
発
公
約

当
―
落

当
―
落

上
北
郡

斗
賀
寿
一
（
民
）　
　
 原
発
推
進

な
か
や
純
逸
（
自
） 原
発
推
進

三
村
輝
文
（
無
）
⇒
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換

北
山
明
（
社
民
）
⇒
 脱
原
発

当当当
落

→
東
北
町
長
（
2011.4.7）

→
野
辺
地
町
長
（
2011.10.26）

転
身

転
身

引
退

―
三
戸
郡

―
夏
堀
こ
う
い

ち
（
自
）

　
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー

当

青
森
市

一
戸
ふ
み
お
（
無
）　
原
発
推
進

鹿
内
ひ
ろ
し
（
無
）➡
原
発
反
対

奈
良
岡
か
つ
や
（
社
民
）
⇒
脱
原
発

こ
む
ら
一
雄
（
無
）
⇒
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

す
わ
益
一
（
共
）　
　
言
及
無

当当当当当

県
議
選

県
議
選

県
議
選

県
議
選

→
低
炭
素
社
会

→
青
森
市
長
（
2009.4.9）

⇒
脱
原
発

➡
原
発
反
対

⇒
原
発
総
点
検
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
中
止

落
転
身
落

当当
弘
前
市

三
上
た
か
お
（
無
）
⇒
脱
原
発

安
藤
晴
美
（
共
）　
　
言
及
無

西
谷
美
智
子
（
無
）
➡
核
燃
反
対

当当
落

県
議
選
（
民
）

県
議
選

→
原
発
災
害
対
策
能
力
点
検

⇒
原
子
力
政
策
見
直
し

→
知
事
選
（
2009,6.3）

➡
核
燃
見
直
し
、
再
処
理
工
場
延
期

落
当―（
落
）

十
和
田
市

中
村
友
信
（
無
）　
　
原
子
力
災
害
対
策
強
化

落
―

三
沢
市

藤
田
光
彦
（
無
）　
　
核
燃
災
害
対
策

落
―

む
つ
市

お
お
み
光
男
（
自
）　
原
発
安
全
利
用

当
引
退

菊
池
健
太
郎

（
無
）

⇒
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー

当

内
訳

推
進
（
当
4―
落
0）、
非
・
脱
・
反
原
発
（
当
４
―
落
４
）

混
合
政
策
（
当
2―
落
0）、

脱
・
反
（
当
3―
落
3）

出
所
）
筆
者
作
成
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ら
ず
当
選
三
―
落
選
三
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
結
果
か
ら
は
、
青
森
県
に
お
い
て
は
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
の
事
故
直
後
に
お
い
て
も
非
・
脱
・
反
原
発

政
策
へ
の
県
民
の
支
持
は
拡
大
し
て
お
ら
ず
、
下
北
半

島
・
太
平
洋
側
の
四
市
町
村
に
連
担
す
る
原
発
施
設
立
地

か
ら
遠
い
都
市
部
の
青
森
市
、
弘
前
市
に
お
い
て
、
か
ろ

う
じ
て
都
市
の
原
発
批
判
票
の
存
在
を
確
認
で
き
た
だ
け

で
あ
っ
た
。
加
え
て
二
〇
〇
七
年
で
は
当
選
し
た
脱
原
発

派
の
現
職
議
員
が
二
〇
一
一
年
に
は
相
次
い
で
落
選
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
原
発
施
設
立
地
地
域
は
推
進
派
が
声
を

潜
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
派
に
衣
替
え
し

て
支
持
を
集
め
る
選
挙
戦
略
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
〇
一
一
年
四
月
一
〇
日
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
、

最
重
要
争
点
で
あ
る
は
ず
の
県
の
原
子
力
政
策
に
関
し
て
、

言
及
を
避
け
る
こ
と
自
体
が
こ
れ
ま
で
の
政
策
の
支
持
を

含
意
し
、
こ
の
状
況
下
で
こ
れ
ま
で
の
「
反
原
発
」
に
加
え
「
脱
原
発
」
を
新
た
に
唱
え
る
こ
と
は
、
青
森
県
の
「
県
益
」
を
著
し
く
損

な
う
と
多
く
の
有
権
者
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。

　
重
要
争
点
で
あ
る
が
故
の
「
公
約
へ
の
非
言
及
」
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
選
し
た
議
員
の
公
約
全
体
を
予
算
項
目
別
に
示
し

た
表
３
に
よ
れ
ば
、
原
発
関
連
予
算
が
含
ま
れ
る
「
ま
ち
づ
く
り
・
基
盤
整
備
」
と
「
防
災
」
分
野
で
原
子
力
施
設
立
地
賛
成
の
公
約
を

表３　2011 年４月県議会議員選挙歳出対応公約数（40議員）

歳出項目 公約（延べ）人数 原発関連公約人数

社会福祉・生活保護  30

保健衛生  22

教育  23

労働  19

農林水産  29

商工観光  29

まちづくり・基盤整備  31 内 2

防災  24 内 5（反対 3）

議会運営 　5

一般行政 　3

警察 　2

地方債 　1

計 218 7（3.2％）

注）無投票当選議員８名を除く
出所）筆者作成



地方議会における二元代表の公約と審議の変容

17

掲
げ
た
の
は
、
公
約
全
体
で
見
れ
ば
、
一
％
に
も
満
た
な
い
。
防
災
に
関
し
て
は
反
対
公
約
三
と
な
り
賛
成
公
約
二
を
超
え
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
青
森
県
に
お
い
て
重
要
争
点
で
あ
る
は
ず
の
原
子
力
施
設
の
立
地
を
含
む
地
域
原
子
力
政
策
を
議
会
内
で
審
議
す
る
こ
と
自

体
が
、
公
約
と
議
会
活
動
の
乖
離
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
青
森
県
の
地
域
原
子
力
政
策
は
ど
の
よ
う
な
政
策
選
択
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
様
の
政
策
選
択
を
迫
ら
れ
た
福

井
県
で
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
以
降
の
状
況
を
踏
ま
え
て
安
全
対
策
を
一
貫
し
て
打
ち
出
し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
〇
日

の
県
議
会
へ
の
知
事
提
案
説
明
で
「
原
発
の
安
全
を
決
し
て
国
や
事
業
者
任
せ
に
せ
ず
、
県
み
ず
か
ら
が
昼
夜
を
問
わ
ず
、
監
視
を
し
、

県
民
の
安
全
と
安
心
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
消
費
地
に
電
気
を
安
定
供
給
し
て
き
）
39
（

た
」
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
地
域
原
子
力
政
策
を
改
め

て
示
し
て
い
た
。
福
井
県
と
類
似
性
の
高
い
原
子
力
施
設
立
地
県
で
あ
っ
た
青
森
県
で
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
の
県
議
会
選
挙
及
び
六
月

の
知
事
選
挙
に
お
い
て
公
約
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
地
域
原
子
力
施
設
立
地
の
是
非
と
い
う
重
要
争
点
は
、

県
政
の
中
核
を
な
す
政
策
で
あ
る
限
り
政
策
過
程
の
中
で
争
点
態
度
が
発
現
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
章
で
は
そ
の

分
析
結
果
を
示
す
。四

　
分
析
結
果

㈠
　
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ
ル

　
青
森
県
の
二
元
代
表
の
政
治
・
政
策
過
程
分
析
を
図
１
の
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ
ル
に
よ
り
行
い
、
示
さ
れ
た
要
因
が
政
策
変
容
に
与

え
た
影
響
を
検
証
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
特
徴
は
、
青
森
県
議
会
の
審
議
内
容
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
中
央
行
政
（
政

府
）
と
地
方
行
政
（
首
長
）
の
間
の
作
用
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
循
環
と
、
中
央
政
治
と
地
方
政
治
（
議
会
）
の
間
の
作
用
と
フ
ィ
ー
ド
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バ
ッ
ク
の
循
環
を
同
時
に
分
析
す
る
点
に
あ
る
。
実
線
は
作
用
を
示
し
、
破
線
は

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
示
す
も
の
と
す
る
。

　
図
１
に
お
い
て
、
表
２
は
①
（
知
事
選
挙
公
約
）、
表
２
及
び
表
３
は
②
（
県
議

会
議
員
選
挙
公
約
）
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
本
稿
が
検
証
す
る
第
一
の
論
点

は
、
大
き
な
外
部
条
件
④
（
国
策
変
更
）
及
び
⑤
（
政
権
交
代
）
は
地
方
政
府
に

政
策
変
容
を
迫
る
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
の

論
点
は
、
こ
の
モ
デ
ル
の
③
及
び′③
で
示
さ
れ
る
二
元
代
表
の
議
会
審
議
が
及
ぼ

す
青
森
県
の
地
域
原
子
力
施
設
立
地
政
策
の
変
容
過
程
へ
の
規
定
性
で
あ
る
。
結

果
と
し
て
、
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が′④
及
び′⑤
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
具
体
的
に
は′④
に
お
い
て
国
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

に
ど
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
与
え
、
そ
の
変
容
が
再
度
④
及
び
⑤
を
通
し

て
県
の
二
元
代
表
の
議
会
審
議
に
還
流
し
、
最
終
的
に
は
ど
の
よ
う
な
政
策
均
衡

点
を
形
成
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
国
政
・
国
策
と
い
う
地
方

政
治
の
外
部
要
因
が
、
議
会
審
議
に
影
響
を
与
え
た
と
す
れ
ば
、〈
知
事
―
議

会
〉
関
係
に
お
い
て
平
時
の
相
互
関
係
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
政
治
過
程
が
現
出

し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
論
点
を
、
表
４
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
。
地
方
政
府
の
政
治
過
程
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
要
因
は
、
表
４
か
ら
二
点
仮
定
で
き
、
そ
の
第
一
は
、

政
権
交
代
に
よ
り
国
政
与
党
と
な
っ
た
民
主
党
の
党
勢
が
県
の
民
主
党
に
及
ぼ
す

中央行政

首長 議会（議員）

有権者

審議

中央政治

地
方
政
府

⑥

④ ⑤

⑤′

③′

④′

① ②

③

出所）筆者作成

図１　二元代表の審議モデル
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表
４
　
青
森
県
二
元
代
表
の
政
治
過
程
へ
の
影
響
要
因
（
基
準
日
2011

年
3
月
11
日
）

年月
2009年

１
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
12

2010年
１
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
12

2011年
１
　
③
　
　
６
　
　
　
　
　
12

2012年
１
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
12

2013年
１
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
12

国
政
選
挙

勝
利
政
党

政
権
党

総
理
大
臣

 
⑨
衆
院
選

 
民
主
党

 
自
民
党
⇒
民
主
党

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
鳩
山

　
　
　
　
　
　
⑦
参
院
選

 
自
民
党
　

 
民
主
党
　

　
　
　
　
　
⑥
菅

 
民
主
党

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
野
田

 
衆
院
選
⑫

 
自
民
党

 
民
主
党
⇒
自
民
党

 
安
倍
⑫
 

自
民
党

資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
政

策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
見
直
し
表
明（
管
）

　
　
　
　
　
　
⑦
脱
原
発
宣
言

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
⑨
 革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

環
境
政
策（
枝
野
）

…
…
③
再
見
直
し
（
茂
木
）

青
森
県

知
事
選
挙

当
選
知
事

（
2007.5　

三
村
：
自
・
公
、

西
谷
：
無
、
堀
：
共
）

三
村
（
2期
） 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
❻
 三
村
：
自・公

、
山
内
：
民・国

、
よ
し
ま
た
：
共

　
　
　
　
■
三
村
（
3期
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
治
過
程

の
動
向

（
平
時
）　
　
→
　
　
❾
 民
主
・

政
権
示

威
発
言

　
　
　
　
　
　
　
　
❾
 民
主
・

補
正
予

算
反
対

　
❷
民
主
予
算
案
反
対

　
　
　
　
❺
 国
策
－
県
策
の
屈

折
審
議
（
有
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
❾
 現
状
維

持
策
へ

の
収
斂

　
　
❸
 再
見
直
し
へ
の
着
地

　
　
　
→
（
平
時
）

青
森
県
　

議
会
議
員

選
挙

（
2007.4、

48議
席
：
自
・
公

26、
民
6、
共
2、
社
民
1）

　
　
　
❹
統
一
地
方
選

　
　
　
48議

席
（
自
・
公
27、　

　
　
　
　
　
　
民
6、
共
2）

出
所
）　
筆
者
作
成
　（
○
内
は
月
、
○
は
政
治
シ
ス
テ
ム
、
●
は
政
治
過
程
）
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効
果
の
帰
結
と
し
て
の
影
響
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
政
権
交
代
後
も
変
更
が
な
か
っ
た
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の

根
本
転
換
が
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
三
日
の
菅
総
理
の
脱
原
発
宣
言
に
よ
っ
て
、
県
の
原
子
力
施
設
立
地
（
推
進
）
政
策
に
及
ぼ
す
効
果

の
帰
結
と
し
て
の
現
出
で
あ
る
。
前
者
が
二
〇
〇
九
年
八
月
の
政
権
交
代
期
に
現
れ
た
の
は
、
県
議
会
に
お
け
る
民
主
党
会
派
の
知
事
提

出
予
算
案
に
対
す
る
作
用
の
み
で
あ
っ
た
が
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
と
す
る
「
脱
原
発
宣
言
」
以
降
は
、
二
元
代
表
の
政
策
過
程
は
基

幹
的
国
策
変
更
に
よ
り
平
時
と
は
異
な
る
県
政
に
お
け
る
有
事
対
応
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
お

よ
び
四
月
を
基
準
時
と
し
て
二
〇
〇
九
年
一
月
か
ら
二
〇
一
三
年
六
月
ま
で
の
前
後
四
年
六
か
月
間
を
検
証
期
間
と
す
る
議
会
審
議
の
内

容
か
ら
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
軸
と
し
た
二
元
代
表
の
争
点
態
度
の
分
析
を
、
検
証
期
間
の
県
議
会
議
事
録
に
示
さ
れ
た
全
発
言
を

解
析
す
る
こ
と
に
よ
り
行
っ
た
。

　
解
析
結
果
を
示
し
た
の
が
表
４
で
あ
り
、
二
元
代
表
の
政
治
過
程
へ
の
規
定
要
因
と
動
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
政
治
過
程
の
動

向
」
か
ら
は
、
国
政
で
政
権
党
と
な
っ
て
い
た
民
主
党
が
、
青
森
県
議
会
で
は
少
数
会
派
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
央
政
権
の
威
光
を
誇
示
す

る
発
言
を
議
会
で
行
っ
て
い
た
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
直
後
の
四
月
一
〇
日
の
統
一
地
方
選
挙
で
二
〇
〇
七
年
に
比
し
て
も
県
議

会
の
議
席
が
伸
び
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
、
民
主
党
中
央
と
の
政
策
的
乖
離
と
な
る
、
地
域
原
子
力
政
策
の
現
状
維
持
策
へ
の
収
斂
が
表

明
）
40
（

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
表
４
は
図
１
の
モ
デ
ル
の
規
定
性
の
④
（
国
策
変
更
）
及
び
⑤
（
政
権
交
代
）
を
示
し
て
お
り
、
青
森
県
の
政
治
過

程
の
動
向
は
中
央
政
治
の
政
権
交
代
や
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
容
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
が
も
た
ら
し
た
二

〇
一
二
年
九
月
の
地
域
原
子
力
政
策
の
現
状
維
持
点
へ
の
収
斂
は
、
そ
れ
自
体
が
政
策
変
容
を
意
味
し
て
お
り
、
新
た
な
政
策
均
衡
点
は

政
策
の
見
直
し
が
、
結
果
的
に
政
策
の
維
持
に
な
る
と
い
う
政
策
変
容
過
程
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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㈡
　
政
権
交
代
期
の
分
析

　
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
前
後
の
政
権
選
択
選
挙
が
我
が
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
規
定
し
、
中
央
の
政
権
と
政
策
が
地
方
政
治
に
も
た
ら

す
規
定
性
が
、
そ
の
帰
結
と
し
て
地
方
政
治
の
政
治
過
程
の
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
す
る
と
、
中
央
の
政
権
交
代
と
国
策
変
更
と
い

う
政
治
シ
ス
テ
ム
は
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
青
森
県
の
県
議
会
議
員
選
挙
（
二
〇
一
一
年

四
月
）
と
知
事
選
挙
（
同
年
六
月
）
の
規
定
性
は
当
落
結
果
と
し
て
既
に
反
映
済
み
と
し
た
上
で
、
政
権
交
代
や
国
策
変
更
が
も
た
ら
し

た
規
定
性
を
本
会
議
や
各
種
委
員
会
審
議
日
（
回
）
数
な
ど
の
量
的
な
変
化
と
、
そ
の
議
会
内
で
の
発
言
内
容
の
質
的
変
化
に
よ
り
検
証

す
る
こ
と
と
す
る
。

　
表
５
は
、
東
日
本
大
震
災
前
後
二
年
余
、
合
計
四
年
六
か
月
間
に
、
本
会
議
お
よ
び
各
種
委
員
会
で
原
発
政
策
が
言
及
さ
れ
た
会
議
の

種
類
と
日
（
回
）
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
東
日
本
大
震
災
を
基
準
日
と
す
る
と
二
〇
〇
九
年
一
月
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
ま

で
を
「
政
権
交
代
期
」
と
し
、
二
〇
〇
九
年
九
月
の
政
権
交
代
が
も
た
ら
し
た
政
治
過
程
の
変
容
を
二
元
代
表
の
議
会
発
言
の
解
析
に
よ

り
分
析
す
る
。
次
に
、
二
〇
一
一
年
四
月
か
ら
二
〇
一
三
年
六
月
ま
で
を
「
政
策
変
更
期
」
と
し
、
二
〇
一
一
年
五
月
以
降
の
内
閣
の
脱

原
発
方
針
に
伴
う
影
響
を
同
じ
く
議
会
発
言
の
解
析
か
ら
二
元
代
表
の
政
治
過
程
の
変
容
に
つ
い
て
東
日
本
大
震
災
と
青
森
県
議
会
議
員

選
挙
を
基
準
時
と
す
る
前
後
比
較
に
よ
り
分
析
す
る
。

　
表
５
は
、
二
元
代
表
の
政
治
過
程
に
お
け
る
議
会
審
議
に
つ
い
て
県
議
会
の
本
会
議
、
常
任
委
員
会
、
予
算
特
別
委
員
会
及
び
決
算
特

別
委
員
会
に
加
え
て
、
県
政
の
重
要
事
項
審
議
の
場
で
あ
る
議
員
説
明
会
及
び
県
原
子
力
政
策
に
か
か
る
重
要
事
項
の
集
中
審
議
を
行
う

特
別
委
員
会
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
議
の
日
（
回
）
数
は
、
二
元
代
表
間
で
の
国
策
へ
の
協
力
や
県
の
原
発
政
策
に
関
し
て
の
議
会

議
事
録
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
り
具
体
的
な
質
疑
が
あ
っ
た
日
（
回
）
数
と
し
た
。
本
会
議
及
び
予
算
特
別
委
員
会
・
決
算
特
別
委
員
会

の
開
催
数
は
日
単
位
、
常
任
委
員
会
は
回
数
単
位
と
し
た
。
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県
議
会
審
議
の
量
的
特
性
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
以
降
に
は
そ
れ
以
前
の
二
〇
〇
九
年
及
び
二
〇
一
〇
年
よ
り
も
日
（
回
）
数
の
面
で

は
減
少
（
一
四
一
↓
一
二
三
）
し
、
特
に
二
〇
一
二
年
末
の
総
選
挙
で
自
民
党
中
心
政
権
が
復
活
す
る
と
、
二
〇
一
三
年
前
半
は
新
年
度

予
算
議
会
や
予
算
特
別
委
員
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
減
少
し
、
原
発
政
策
転
換
を
有
事
の
争
点
と
す
る
二
元
代
表
の
政
治
過
程
は

平
時
化
に
向
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
議
会
審
議
の
質
的
特
性
で
は
、〈
知
事
―
議
会
〉
関
係
が
主
と
し
て
内
部
要
因
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
と
、
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
一
一
年
の
選
挙
で
示
さ
れ
た
選
挙
公
約
に
基
づ
い
た
二
元
代
表
の
政
治
過
程
が
形
成
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
政
治
過
程
の
内
容
が
二
〇
〇
九
年
当
初
と
二
〇
一
一
年
四
月
以
降
に
お
い
て
議
会
議
事
録
上
で
何
ら
か

の
変
化
が
生
じ
、
議
員
の
公
約
と
の
乖
離
行
動
が
確
認
で
き
れ
ば
、
外
部
要
因
（
政
権
交
代
・
国
策
変
更
）
が
影
響
し
た
と
仮
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
有
権
者
の
も
た
ら
す
規
定
性
に
つ
い
て
は
、
直
近
の
県
議
会
議
員
選
挙
お
よ
び
知
事
選
挙
に
よ
り
そ
の
効
果
は
反
映
さ
れ
た
と
す
る
と
、

本
事
例
に
お
い
て
選
挙
以
外
の
外
部
要
因
即
ち
政
権
交
代
及
び
国
策
変
更
を
析
出
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
も
し
選
挙
以
外
の
外
部
要

因
が
析
出
で
き
れ
ば
、
こ
の
仮
定
に
質
的
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
知
事
と
議
会
が
構
成
す
る
政
治
過
程
が

外
部
要
因
で
あ
る
政
権
交
代
と
国
策
変
更
の
両
方
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
の
検
証
で
あ
る
。
青
森
県
の
二
元
代
表

の
政
治
過
程
が
、
基
幹
的
国
策
変
更
に
よ
り
平
時
の
与
野
党
関
係
か
ら
有
事
の
与
野
党
関
係
に
変
容
し
た
と
す
る
と
、
知
事
と
与
党
的
会

派
及
び
野
党
的
会
派
双
方
で
平
時
と
は
異
な
り
、
公
約
と
は
乖
離
し
た
原
発
政
策
の
表
明
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
視
角

か
ら
、
モ
デ
ル
に
従
っ
て
こ
の
間
の
原
発
争
点
に
関
す
る
議
会
審
議
二
六
四
回
の
内
容
を
デ
ー
タ
と
し
て
二
元
代
表
の
政
治
過
程
を
解
析

す
る
。
表
５
は
、
モ
デ
ル
の
③
と′③
（
議
会
審
議
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
村
青
森
県
知
事
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
二
日
に
は
、
時
の
（
麻
生
）
総
理
に
対
し
て
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
地

に
し
な
い
こ
と
の
確
認
と
中
長
期
的
に
ぶ
れ
な
い
確
固
た
る
国
家
戦
略
と
し
て
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
の
方
針
を
改
め
て
確
認
す
る
と

と
も
に
、
六
个
所
村
に
お
け
る
原
子
力
燃
料
サ
イ
ク
ル
事
業
の
確
立
の
た
め
に
、
プ
ル
サ
ー
マ
ル
の
実
現
に
向
け
、
政
府
一
体
と
し
て
一
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表
５
　
二
元
代
表
の
政
治
過
程
（
議
会
審
議
ベ
ー
ス
）
2009

年
1
月
～
2013

年
6
月
（
基
準
時
：
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
県
議
会
選
挙
）

2009
年

2010
年

2011
年

2012
年

2013
年

小
計

会
議
名
／
基
準
時

1.1～
3.10

3.11～
4.9

4.10～
6.4

6.5～
12.31

1.1～
6.30

本
会
議
〈
定
例
会
〉

25
25

 8
1

18
26

13
116

本
会
議
〈
臨
時
会
〉

3
　
3

常
任
委
員
会
（
総
務
企
画
委
員
会
）

 3
 7

1
1

 4
 3

 1
 20

　（
環
境
厚
生
委
員
会
）

12
12

 2
1

1
 5

 9
 3

 45

　（
商
工
労
働
（
観
光
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会
）

12
12

 2
1

1
 7

 7
 5

 47

　（
文
教
公
安
委
員
会
）

 1
 1

　
2

　（
農
林
水
産
委
員
会
）

1
 1

　
2

　（
建
設
公
営
企
業
委
員
会
）

 1
　
1

予
算
特
別
委
員
会

 2
 1

1
 1

 2
　
7

決
算
特
別
委
員
会

 1
 2

 1
 1

　
5

議
員
説
明
会

 1
 2

1
 2

 1
　
7

原
子
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
会

 1
 2

1
 2

 1
　
7

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
対
策
特
別
委
員
会

2
　
2

東
日
本
大
震
災
対
策
特
別
委
員
会

　
0

年
計

58
63

12
8

8
42

49
24

264

日
・
回

9
月
政
権
交
代

震
災
前

震
災
後

議
会
選
後

知
事
選
後

12
月
政
権
交
代

政
権
交
代
期
（
141）

政
策
変
更
期
（
123）

注
）
原
発
立
地
、
核
燃
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
審
議
が
あ
っ
た
日
（
回
）（
数
：
震
災
復
興
等
原
発
政
策
に
関
連
の
少
な
い
審
議
を
除
く
）

出
所
）
青
森
県
議
会
議
事
録
よ
り
筆
者
作
成
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層
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
直
接
要
望
し
た
こ
と
を
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
七
日
平
成
二
一
年
第
二
五
七
定
例
）
41
（
会
で
報
告
し
て
い

る
。
本
分
析
で
の
〈
知
事
―
議
会
〉
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
の
知
事
発
言
を
基
準
と
し
て
政
治
過
程
の
変
容
の
有
無
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
表
５
に
基
づ
い
て
、
ま
ず
「
政
権
交
代
」
の
前
後
比
較
を
行
う
。
青
森
県
議
会
の
自
民
党
は
、
三
村
知
事
の
麻
生
総
理
へ
の
要
請
を
ふ

ま
え
て
、
二
〇
〇
九
年
二
月
定
例
会
の
代
表
質
問
で
知
事
の
行
動
を
「
高
く
評
）
42
（

価
」
す
る
と
し
て
国
政
・
県
政
与
党
と
し
て
の
立
ち
位
置

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
公
明
党
は
少
数
会
派
で
も
あ
り
、
原
子
力
施
設
立
地
の
安
全
対
策
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
社
会
民
主
党

議
員
（
一
議
席
）
一
名
と
無
所
属
議
員
（
県
民
ク
ラ
ブ
）
一
名
が
、
各
々
の
所
属
委
員
会
に
お
い
て
原
子
力
施
設
立
地
の
全
面
反
対
の
会

派
的
立
場
に
立
っ
て
質
問
や
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
共
産
党
（
二
議
席
）
は
、
東
日
本
大
震
災
以
前
は
、「
原
子
力
発
電
を
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
）
43
（
い
」
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
民
主
党
は
単
独
で
会
派
を
構
成
し
て
い
な
か
っ
た
が
「
核
の
平
和
利
用
と
し
て
の
原
子
燃

料
サ
イ
ク
ル
問
題
に
関
し
て
は
支
援
す
る
立
）
44
（

場
」
と
し
て
い
た
。

　
次
に
、
二
〇
〇
九
年
九
月
の
政
権
交
代
に
よ
っ
て
、
青
森
県
の
二
元
代
表
の
政
治
過
程
に
ど
の
よ
う
な
変
容
が
生
じ
た
か
を
分
析
す
る
。

議
会
で
の
特
徴
的
な
発
言
は
、
国
政
与
党
の
県
議
会
民
主
党
と
県
政
与
党
の
自
民
党
に
現
れ
た
変
化
で
あ
る
。
民
主
党
議
員
は
、
知
事
を

「
自
民
党
の
知
事
と
し
て
国
政
与
党
と
の
パ
イ
プ
を
頼
り
に
県
政
運
営
に
当
た
っ
て
き
」
た
が
、「
政
権
交
代
を
踏
ま
え
、
知
事
は
今
後
ど

の
よ
う
な
政
治
ス
タ
ン
ス
で
県
政
運
営
に
臨
む
の
）
45
（
か
」
と
二
元
代
表
の
政
治
過
程
に
お
け
る
国
政
与
党
を
背
景
と
し
た
県
議
会
民
主
党
の

影
響
力
増
大
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
自
民
党
は
県
政
に
あ
っ
て
は
与
党
で
あ
り
、
国
政
に
お
け
る
野
党
と
し
て
の
責
任
と
県
に
お
け

る
与
党
と
し
て
の
責
任
の
双
方
を
果
た
す
と
し
、「
執
行
部
と
同
じ
責
任
を
以
っ
て
そ
の
施
策
を
執
）
46
（
行
」
し
て
ゆ
く
の
が
県
政
与
党
と
し

て
の
責
任
で
あ
る
と
し
、
県
政
に
お
け
る
与
党
性
を
維
持
す
る
と
の
立
場
を
表
明
し
て
い
た
。

　
結
果
的
に
、
東
日
本
大
震
災
前
は
国
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
骨
組
み
自
体
は
維
持
さ
れ
、
本
稿
の
視
角
か
ら
は
、
中
央
の
政
権
交

代
と
い
う
外
部
要
因
は
、
青
森
県
の
原
発
政
策
へ
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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㈢
　
政
策
変
更
期
の
分
析

　
表
５
で
示
し
た
「
政
権
交
代
期
」
と
比
較
し
て
「
政
策
変
更
期
」
に
は
ど
の
よ
う
な
外
部
要
因
が
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
影
響
を
与

え
た
の
か
、
あ
る
い
は
与
え
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
。
こ
の
間
の
議
会
審
議
経
過
の
構
造
を
示
し
た
も
の
が
、
表
６
で
あ

る
。
表
６
は
、「
政
策
変
更
期
」
に
お
け
る
外
部
要
因
＝
国
策
変
更
が
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
与
え
た
影
響
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
表
５
の
う
ち
、
二
〇
一
一
年
四
月
一
〇
日
の
県
議
会
議
員
選
挙
を
基
準
日
と
し
て
そ
れ
以
降
の
議
会
審
議
を
示
し
た
も
の
が
表
６

で
あ
る
。
国
に
よ
る
県
議
会
に
お
け
る
説
明
と
知
事
に
よ
る
政
府
へ
の
直
接
働
き
か
け
が
議
会
審
議
を
通
じ
て
公
式
的
な
方
針
決
定
手
続

き
と
し
て
行
わ
れ
、
こ
の
政
策
過
程
に
は
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
国
策
の
変
更
と
い
う
大
き
な
外
部
要
因
に
対
し
、
県
知
事
を
能
動
的
な
ア
ク

タ
ー
と
し
議
会
の
大
多
数
が
既
存
県
益
の
維
持
を
最
優
先
と
す
る
政
策
選
好
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
が
、
議
会
の
開
催
時
期
と
そ
の
審
議
経

過
の
特
徴
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
そ
の
特
徴
の
第
一
は
、
全
一
二
四
日
（
回
）
の
う
ち
六
〇
日
（
回
）
が
本
会
議
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
の
五
割
近
く
が
知
事
本
人
の
出

席
を
前
提
と
し
た
政
策
形
成
過
程
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
知
事
出
席
が
通
常
は
な
い
常
任
委
員
会
審
議
と
異
な
り
、
二
元
代

表
間
の
争
点
態
度
の
推
移
が
議
事
録
に
よ
り
直
接
的
に
確
認
で
き
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。

　
第
二
は
、「
国
―
県
関
係
」
で
、
国
策
変
更
に
伴
う
関
係
性
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
策
変
更
は
、
二
〇
一
一
年
七

月
二
一
日
の
菅
総
理
大
臣
の
脱
原
発
宣
言
か
ら
二
〇
一
二
年
九
月
一
五
日
の
枝
野
経
済
産
業
大
臣
の
青
森
県
へ
の
新
政
策
説
明
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
県
の
二
元
代
表
に
よ
る
政
策
過
程
を
大
き
く
規
定
し
て
き
た
こ
と
が
、
県
議
会
審
議
の
解
析
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
特
に
、

民
主
党
政
権
の
政
策
変
更
が
青
森
県
の
原
子
力
施
設
立
地
の
基
本
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
直
面
し
た
二
〇
一
二
年
六

月
前
後
か
ら
県
議
会
内
で
は
、
こ
れ
を
県
政
の
有
事
と
と
ら
え
、
こ
れ
ま
で
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
方
針
堅
持
を
国
に
求
め
る
動
き
が
二

元
代
表
の
総
意
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
枝
野
大
臣
の
青
森
来
県
は
、
新
た
な
国
策
と
青
森
県
の
既
存
政
策
と
の
政
治
的
均
衡
点
が
実
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表
６
　
議
会
審
議
構
造

国
－
県
関
係

議
員
説
明
会

本
会
議

常
任
委
員
会

特
別
委
員
会

20**年
月
日

総
企
環
厚
商
労
文
公
農
水
建
公

110511～
13

臨
・
3
日
（
震
災
経
過
説
明
）

110517
安
全
対
策（
事
業
者
説
明
）

110520
〇

〇
〇

〇
〇

110616
 

（
国
）
原
子
力
関
連
現
況
説
明

定
（
議
員
説
明
会
質
疑
）

110622～
24、27

定
・
4
日

110628
〇

〇
〇

110629
 

（
国
・
事
業
者
）

原
子
エ
ネ
特

110630
定

110721
 （
0713：

脱
原
発
宣
言
）

〇
〇

〇
〇

110819
〇

〇
〇

110921
〇

〇
110929～

30
定
・
２
日
（
使
用
済
み
燃
料
）

111003～
05

定
・
３
日
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
国
家
戦
略
）

111006
〇

〇
111011

定
111017

決
特

111121
〇

〇
111124

　
　

原
子
力
検
証
委
員
会
報
告
定
（
質
疑
）

111130～
1202～

5
定
・
4
日
（
国
－
県
政
策
見
直
し
質
疑
）

111206
〇

〇
111207

 （
国
・
事
業
者
・
委
員
）

原
子
エ
ネ
特

111208
定
（
自
民
か
ら
政
策
継
続
要
望
）

120120
〇

〇
120 221

〇
〇

120224
定
（
三
村
所
信
表
明
）

120302
定
（
自
：
慎
重
派
発
言
、
民
：
維
持
）

120306～
7、12～

15
定
・
6
日
（
共
：
核
燃
反
対
）

120314～
15

予
特
2
日

120321
〇

〇
120323

定
（
古
村
：
原
発
マ
ネ
ー
依
存
財
政
）

120420
〇

〇
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120620～
22、26

定
・
4
日
（
国
策
堅
持
・
約
束
厳
守
）

120627
〇

〇
120629

定
（
自
民
：
政
策
維
持
、
議
会
も
表
明
）

120630
定
（
共
：
撤
退
と
平
和
利
用
）

120720
〇

〇
120821

〇
〇

120920
0915：

枝
野
来
県

定
（
知
事
：
来
県
内
容
説
明
）

120925
 

（
政
府
説
明
）
革
新
的
エ
ネ
環
境
戦
略

120927～
28

定
・
3
日
（
自
：
新
戦
略
・
原
発
０
・
批
判
）

121001、03、09
定
・
3
日
（
民
：
国
施
策
へ
の
不
信
表
明
）

121004
〇

121005
（
国
・
事
業
者
・
委
員
）

原
子
エ
ネ
特
*

121015
決
特

121121
〇

〇
121129～

30
定
・
2
日
（
知
事
：
継
続
方
針
見
解
表
明
）

121206
1216

総
選
挙
⇒
自
民

〇
130121

0117
知
事
大
臣
会
談

〇
〇

130221
0219

下
北
国
要
請

〇
130222

0221
町
村
協
国
要
請

定
（
知
事
：
茂
木
大
臣
へ
の
要
請
報
告
）

130301
定
（
知
事
：
新
戦
略
の
見
直
し
実
現
）

130304～
6、11～

12
定
・
5
日

130314～
15

予
特
2
日

130319
〇

130322
定
（
H
25
予
算
賛
否
⇒
可
決

130419
〇

〇
130521

〇
〇

130619～
21、25

定
・
4
日

130626
〇

合
計
124
日
・
回

4
60（
定
例
会
57、
臨
時
会
3）

9
18

20
1

2
1

9
総
企
：
総
務
企
画
常
任
員
会
、
環
厚
：
環
境
厚
生
常
任
委
員
会
、
商
労
：
商
業
・
労
働
・
観
光
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
常
任
委
員
会
、
分
公
：
文
教
公
安
常
任
委
員
会
、
農
推
：
農
林
水
産
常
任
委
員

会
、
建
公
：
建
設
公
営
企
業
常
任
委
員
会
、
原
子
エ
ネ
：
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
会
、
予
（
決
）
特
：
予
（
決
）
算
特
別
委
員
会

＊
）
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
―
対
策
特
別
委
員
会
の
次
回
開
催
は
、
1
年
半
後
の
2014

年
4
月
21
日
で
あ
る
。

出
所
）
筆
者
作
成
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質
的
に
合
意
に
至
っ
た
こ
と
の
象
徴
と
理
解
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
県
民
主
党
の
対
応
の
変
化
、
即
ち
二
元
代
表
の
政
策
過
程
に
お
い
て
通
常
は
起
き
な
い
こ
と
が
起
き
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
震
災
直
後
は
、
民
主
党
議
員
は
六
月
の
知
事
選
で
示
し
た
脱
原
発
路
線
に
近
い
政
策
位
置
に
あ
り
、
青
森
県
は
「
原
発
を
全
停

止
す
べ
き
で
は
な
い
）
47
（
か
」
と
し
て
い
た
が
、
七
月
の
菅
総
理
の
脱
原
発
発
言
以
降
は
、
公
約
と
乖
離
し
た
「
知
事
の
政
策
に
変
更
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」
と
菅
政
権
と
距
離
の
あ
る
原
発
維
持
の
政
策
位
置
に
変
化
し
た
発
）
48
（

言
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
発
立
地
を
推

進
し
て
き
た
知
事
与
党
で
あ
る
自
民
党
も
震
災
後
に
は
、
従
来
の
推
進
路
線
か
ら
「
慎
重
）
49
（
派
」
路
線
や
「
脱
原
）
50
（
発
」
路
線
へ
の
転
換
に
言

及
す
る
な
ど
原
発
推
進
と
い
う
政
策
位
置
か
ら
乖
離
し
、
本
来
の
政
策
位
置
か
ら
の
変
化
が
、
与
野
党
で
同
時
に
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
民
主
党
政
権
に
よ
る
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
更
は
、
外
部
要
因
と
し
て
青
森
県
の
政
策
過
程
に
お
い
て
は
、
そ
の

政
策
選
好
に
明
ら
か
な
影
響
を
与
え
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
一
五
日
以
降
の
国
政
の
動
き
と
、
青
森
県
知
事
及
び
施
設
立
地
市
町
村
長
の
動
き
で
あ
る
。
民
主
党
は
菅

総
理
大
臣
の
辞
任
を
受
け
野
田
政
権
が
二
〇
一
一
年
九
月
に
発
足
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
二
年
の
後
半
に
は
衆
議
院
が
解
散
必
至
の
状
況

と
な
り
、
そ
の
際
は
自
民
党
政
権
へ
の
再
交
代
と
な
る
こ
と
が
地
方
政
治
に
お
い
て
も
織
り
込
み
済
み
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
二

〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
総
選
挙
に
よ
る
自
民
党
中
心
政
権
へ
の
再
交
代
に
際
し
、
三
村
知
事
他
関
係
市
町
村
長
は
、
地
域
権
益
の
よ

り
強
固
な
担
保
を
求
め
て
中
央
政
治
に
対
し
一
連
の
要
請
行
動
を
行
っ
て
い
た
。

　
自
民
党
県
議
が
、
二
〇
一
三
年
三
月
五
日
県
議
会
定
例
会
で
、
こ
の
間
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
、
自
民
党
が
国
政
与
党
に
復
帰
し
、
現

政
権
で
は
民
主
党
政
権
時
代
の
原
発
政
策
が
見
直
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
政
権
再
交
代
後
に
お
け
る
原
子
力
施
設
立
地
関
係
市
町
村
の

首
長
の
動
き
を
紹
介
し
て
い
る
。
県
政
与
党
が
示
し
た
二
元
代
表
の
政
治
過
程
は
、
政
権
再
交
代
後
の
県
原
子
力
政
策
の
新
た
な
均
衡
点

を
示
し
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
自
民
党
横
浜
力
議
員
は
、
本
会
議
で
三
村
知
事
に
対
し
「
新
政
権
発
足
間
も
な
い
一
月
十
七
日
に
茂
木
経
済

産
業
大
臣
を
訪
問
さ
れ
、
新
政
権
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
迅
速
か
つ
的
確
な
行
動
で
あ
り
、
深
く
感
謝
と
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敬
意
を
表
す
）
51
（
る
」
と
し
た
一
方
、
二
月
一
九
日
の
下
北
四
市
町
村
（
む
つ
市
、
大
間
町
、
東
通
村
、
六
个
所
村
）
代
表
の
経
済
産
業
省
訪
問
、

二
月
二
一
日
の
大
間
原
発
三
カ
町
村
協
議
会
（
大
間
町
他
）
の
経
済
産
業
省
と
国
土
交
通
省
訪
問
を
紹
介
し
、
県
内
の
関
係
市
町
村
長
と

自
民
党
政
府
と
の
仲
介
を
自
民
党
青
森
県
連
が
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
国
政
・
県
政
与
党
の
連
携
ぶ
り

と
県
及
び
関
係
市
町
村
の
二
元
代
表
間
の
政
治
過
程
の
一
体
性
を
示
す
と
と
も
に
、
外
部
要
因
が
安
定
的
な
状
況
に
復
帰
し
国
策
変
更
に

則
し
て
既
存
県
益
を
維
持
す
る
と
い
う
新
た
な
政
策
均
衡
点
の
政
策
位
置
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
点
を
、
青
森
県
の
二
元
代
表
に
よ
る
地
域
原
子
力
政
策
の
新
た
な
政
策
均
衡
点
の
形
成
時
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
・
事

業
者
と
い
う
外
部
要
因
が
、
地
方
政
府
と
の
間
で
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
議
会
組
織
と
し
て
機
能
し
た
の
は
、
県
議
会
の
特
別
委
員

会
で
あ
る
青
森
県
原
子
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
会
で
あ
り
、
知
事
が
行
っ
た
国
策
調
整
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
が
示
さ
れ
た

場
で
あ
っ
た
。
原
子
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
会
は
、
表
６
で
見
る
限
り
観
察
期
間
で
僅
か
三
回
の
開
催
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の

特
別
委
員
会
こ
そ
が
審
議
モ
デ
ル
に
お
け
る
④
↓
③
（
中
央
行
政
と
地
方
行
政
）
の
政
策
形
成
の
作
用
と′③
↓′④
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
サ

イ
ク
ル
の
循
環
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。（
④
↓
③
↓′③
↓′④
の
サ
イ
ク
ル
）

　
県
議
会
と
い
う
ア
リ
ー
ナ
が
、
国
家
官
僚
組
織
と
国
策
事
業
者
、
加
え
て
知
事
の
諮
問
機
関
の
原
子
力
安
全
対
策
検
証
委
員
出
席
の
も

と
、
住
民
や
関
係
市
町
村
を
除
く
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
一
堂
に
会
す
る
新
た
な
政
策
均
衡
点
の
調
整
と
そ
の
結
果
確
認
を
行
う
場
と
も

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
特
別
委
員
会
は
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
五
日
を
最
後
に
、
二
〇
一
四
年
四
月
二
一
日
ま
で
の
約
一
年
半
の

間
、
開
催
が
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
国
策
と
地
域
原
子
力
政
策
の
新
た
な
均
衡
点
が
民
主
党
政
権
の
末
期
に
お
い
て
既

に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
自
民
党
政
権
に
お
い
て
明
示
的
に
合
意
形
成
さ
れ
る
の
に
要
し
た
時
間
（
二
〇
一
四
年
四
月
一
一
日
閣
議
決

定
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　
表
６
は
、
図
１
の
審
議
モ
デ
ル
の
④
↓
③
↓′③
↓′④
（
国
策
変
更
）
と
⑤
↓
③
↓′③
↓′⑤
（
政
権
交
代
）
と
い
う
二
つ
の
循
環
的
政

治
・
政
策
変
容
過
程
を
示
し
て
い
る
。
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㈣
　
二
元
代
表
に
よ
る
政
策
変
容
過
程
の
規
定
要
因
と
論
点
の
検
証

　
本
稿
は
、
青
森
県
に
お
け
る
検
証
期
間
の
地
方
政
府
の
政
策
過
程
が
外
部
要
因
（
政
権
交
代
と
国
策
変
更
）
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
影
響
を

受
け
、
そ
の
規
定
性
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
県
議
会
で
の
審
議
内
容
に
よ
り
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
総
括
が
表
７
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
既
に
表
４
で
地
方
政
府
の
政
治
過
程
の
規
定
要
因
を
示
し
た
。
そ
の
動
向
を
表
５
の
議
会
審
議
の
数
量
的
解
析
に
よ
り
分

析
し
、
表
６
で
は
「
国
―
県
関
係
」
が
及
ぼ
し
た
政
策
過
程
へ
の
影
響
を
二
元
代
表
に
よ
る
議
会
審
議
構
造
と
し
て
示
し
た
。
表
７
は
、

こ
れ
ら
の
分
析
を
受
け
て
、
二
元
代
表
の
政
策
形
成
過
程
に
対
し
、〈
外
部
―
内
部
〉
要
因
の
規
定
性
が
も
た
ら
す
影
響
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
地
域
原
子
力
政
策
の
変
容
過
程
を
、
時
期
・
政
策
変
容
に
つ
い
て
外
部
要
因
（
政
権
交
代
と
国
策
変
更
）
と
内
部
要
因

（
二
元
代
表
の
相
互
作
用
）
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
外
部
要
因
の
影
響
を
反
映
し
た
政
策
過
程
の
全
体
像
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
表
７
の
本
会
議
欄
に
は
、
特
徴
的
な
議
会
発
言
を
示
し
た
。
例
え
ば
、「
原
発
マ
ネ
ー
」
と
い
う
争
点
提
示
は
無
所
属
の
古
村
一
雄
議

員
が
、
国
か
ら
の
電
源
三
法
交
付
金
、
県
の
自
主
財
源
に
な
っ
て
い
る
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
（
法
定
外
普
通
税
）、
原
子
力
関
連
施
設
の

公
共
工
事
費
と
雇
用
機
会
な
ど
か
ら
得
ら
れ
る
資
金
な
ど
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
依
存
性
が
政
策
を
規
定
し
て
い
る
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
キ
ー
ワ
ー
ド
は
何
れ
も
政
治
的
な
多
義
性
を
有
し
て
お
り
、
肯
定
的
に
解
す
る
か
否
定
的
に
解
す
る
か
は
優
れ
て
議
会

審
議
の
臨
場
性
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
読
解
力
が
求
め
ら
れ
る
領
域
の
特
性
を
、
デ
ー
タ
の
操
作
化
に
よ
り
分
析
す

る
こ
と
や
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
り
解
読
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
本
稿
に
よ
る
非
立
法
的
分

野
の
審
議
を
含
む
記
述
的
分
析
に
よ
っ
て
、
表
７
か
ら
青
森
県
の
政
策
過
程
に
対
す
る
規
定
性
に
最
も
影
響
力
を
持
つ
外
部
要
因
は
、
県

の
原
発
政
策
（
主
と
し
て
原
子
力
施
設
立
地
政
策
）
の
前
提
と
な
る
国
政
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
に
よ
り
、
本
稿
の
二
つ
の
論
点
即
ち
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表
７
　
二
元
代
表
の
政
策
変
容
過
程
へ
の
外
部
−
内
部
要
因
の
影
響
分
析

状
況
区
分

外
部
要
因

政
策
変
容
過
程

内
部
要
因
（
二
元
代
表
）

期
間

特
徴

政
権
交
代

国
策
変
更

知
事

議
会

2009.9
～

原
発
政
策

継
承
期

民
主
党
政
権

原
発
維
持
・
新
エ
ネ

ル
ギ
ー

民
主
政
権
と
県
与
党
自
民
党

と
の
陣
取
り
過
程

国
・
事
業
者
に
安
全
対
策
要
望
、

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
・
再
処
理
施

設
の
支
援

（
与
）
自
公
／
保
守
系
無
（
中
）

民
主
（
野
）
共
産
／
社
民
・
無

2011.3
～

震
災
後
原

発
争
点
期

原
発
安
全
検
証
期

不
安
と
生
活
基
盤
の
相
克

「
安
全
な
く
し
て
原
発
な
し
」

路
線
、安
全
検
証
委
員
会
公
約
、

国
・
事
業
者
責
任
論

（
共
）
県
政
に
お
け
る
安
全
責

任
当
事
者
論

2011.7.13
～

｢脱
原
発
｣

宣
言
期

政
策
転
換
突
出
期

脱
原
発
と
原
発
維
持
の
政
策

調
整

国
に
対
し
「
ぶ
れ
な
い
確
固
た

る
国
家
戦
略
」
要
請
の
方
針
提

示

県
原
子
力
安
全
検
証
委
員
会
報

告
議
会
審
議
、
国
策
変
更
に
伴

う
県
方
針
審
議

2012.3.2
～

国
策
変
更

期
脱
原
発
政
策
化
過
程

県
原
子
威
力
（
立
地
）
政
策

再
検
討
／
エ
ネ
ル
ギ
ー
ベ
ス

ト
ミ
ッ
ク
ス
論
の
政
策
論
戦

ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
論
へ
の
原
発

内
包
戦
略

（
自
・
公
・
民
・
保
守
無
）
核

燃
サ
イ
ク
ル
と
施
設
立
地
推
進

政
策
の
整
合
性
の
審
議
、（
野
）

原
発
マ
ネ
ー
中
毒
論

2012.9.11
～

変
更
政
策

発
表
期

国
策
変
更
へ
の
対
策

期
（
9.15、

枝
野
大

臣
青
森
説
明
）

県
益
確
保
策
の
形
成

枝
野
「
革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
政
策
」
の
議
会
へ
の
提
示
及

び
県
政
方
針
審
議

国
策
変
更
に
伴
う
県
益
の
保

守
・
確
保
策
に
向
け
た
合
意
形

成

2012.12
～

政
策
変
更

修
正
期

12.16 政
権

再
交
代

政
策
見
直
し
着
手

県
益
確
保
の
担
保
要
請
、

2013.1.17
知
事
の
茂
木
経

産
相
見
直
し
要
請

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
等
の
立

地
政
策
の
現
状
維
持
の
成
果
報

告

県
益
維
持
の
た
め
の
「
協
力
」

政
策
か
ら
「
推
進
」
政
策
へ
の

転
位

2013.6
～

政
権
交
代

に
伴
う
国

策
再
統
合

原
発
廃
止
路
線
か
ら

再
稼
働
路
線
へ
の
移

行

県
原
子
力
（
立
地
）
政
策
の

新
均
衡
点
の
形
成

県
益
毀
損
の
危
機
回
避
と
政
治

的
成
果

（
議
会
の
大
勢
）
核
燃
料
サ
イ

ク
ル
施
設
等
の
現
状
維
持
の
成

果
確
認

出
所
）
筆
者
作
成
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　（ 

論
点
一
）
大
規
模
な
外
部
条
件
の
変
更
は
、
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
変
容
を
迫
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。

　（ 
論
点
二
）
新
た
な
地
域
政
策
均
衡
点
は
、
主
と
し
て
中
央
行
政
と
地
方
行
政
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
地
方
政
府
の
政
策
変
容
と
し
て

形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

に
つ
い
て
は
、
単
一
の
事
例
研
究
と
い
う
制
約
の
範
囲
内
で
、
妥
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
表
７
は
、
地
方
政
府
の
政
治
＝
政

策
過
程
の
動
態
を
時
系
列
の
出
来
事
を
基
準
と
し
て
外
部
要
因
と
内
部
要
因
の
と
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
検
証
対
象

と
し
て
の
事
例
全
体
の
構
造
を
も
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
分
析
に
適
用
し
た
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ
ル
に
対
応
し
た
分
析
表
と

し
て
、
一
つ
の
表
に
よ
り
青
森
県
の
政
策
変
容
の
過
程
を
総
括
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
記
述
的
分
析
に
よ
っ
て
地
方
政
府
の
政
策
過
程
の
変
容
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ド
ー
ソ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
モ
デ
ル
で
は
、
政
策
過
程
の
分
析
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
が
提
示
し
た
モ
デ
ル
を
用
い
て
非
立
法
的
分
野

を
含
む
議
会
審
議
内
容
を
解
析
し
、
政
策
形
成
過
程
へ
の
規
定
要
因
を
、
議
会
審
議
に
お
け
る
議
員
の
公
約
乖
離
行
動
に
よ
っ
て
検
証
し

た
。
そ
の
結
果
、
地
方
政
府
の
政
策
変
容
過
程
へ
の
規
定
性
が
国
策
変
更
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
本
稿
が
提
示
し
た
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ
ル
は
、
地
方
政
府
の
政
策
の
変
容
過
程
の
分
析
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
政
府
の
政

策
過
程
の
特
性
を
検
証
す
る
た
め
、
議
会
審
議
過
程
の
発
言
に
着
目
し
て
記
述
的
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
現
実
の
地
方
議
会
の

審
議
構
造
の
大
半
を
占
め
る
非
立
法
的
分
野
の
審
議
や
議
案
外
の
審
議
過
程
、
い
わ
ゆ
る
事
務
事
業
審
査
の
内
容
が
、
議
決
事
件
の
量
的

結
果
よ
り
も
、
地
方
政
府
の
政
策
過
程
に
、
よ
り
規
定
性
を
持
つ
と
す
る
本
稿
の
視
座
に
拠
っ
て
い
る
。

　
地
方
政
府
に
お
い
て
選
挙
で
選
ば
れ
た
二
元
代
表
の
政
治
過
程
と
い
う
内
部
要
因
と
、
政
権
交
代
と
国
策
変
更
な
ど
の
外
部
要
因
の
双
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方
が
政
策
過
程
に
与
え
る
規
定
性
の
検
証
を
、
二
元
代
表
の
審
議
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
、
青
森
県
の
県
議
会
議
事
録
か
ら
検
証
期
間
内
の

す
べ
て
の
原
発
政
策
関
連
の
質
疑
を
議
案
審
議
以
外
の
議
会
発
言
も
含
め
て
解
析
し
、
地
方
政
府
の
政
策
形
成
過
程
の
特
性
を
明
ら
か
に

し
た
。
本
稿
は
、
地
方
議
会
に
お
い
て
操
作
化
が
困
難
な
議
会
審
議
領
域
に
対
し
記
述
的
な
分
析
の
可
能
性
を
示
し
た
が
、
本
研
究
に
残

さ
れ
た
課
題
は
、
分
析
モ
デ
ル
を
よ
り
洗
練
し
さ
ら
な
る
方
法
的
進
化
を
図
る
研
究
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
研
究
が
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
機
関
委
任
事
務
の
法
制
的
廃
止
に
よ
り
権
限
の
授
権
化
が
進
ん
だ
と
さ
れ
る
都
道
府

県
に
お
い
て
も
、
地
方
政
府
の
政
策
選
択
に
は
依
然
と
し
て
国
政
・
国
策
と
い
う
地
方
政
治
に
と
っ
て
の
外
部
要
因
が
影
響
力
を
保
持
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
新
た
な
政
策
均
衡
点
の
形
成
で
は
、
国
政
・
国
策
と
の
調
整
主
体
は
地
方
政
府
を
統

括
し
て
知
事
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
実
態
が
ゆ
る
ぎ
な
く
継
続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

小
林
良
彰
他
（
一
九
八
七
）
は
、「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
み
る
地
方
政
府
の
現
実
」
か
ら
、
地
方
自
治
体
の
政
策
形
成
へ
の
影
響
力
は
、
自
治

体
の
対
外
ア
ク
タ
ー
と
の
関
連
で
は
、
議
会
が
首
長
に
次
ぐ
影
響
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
2
）  

小
林
良
彰
他
（
二
〇
一
四
）
は
代
議
制
に
お
い
て
、
主
権
者
の
民
意
を
代
表
者
が
実
現
し
て
い
る
と
す
る
「
擬
制
」
が
機
能
し
て
い
る
か
を
、

三
つ
の
「
民
主
主
義
の
代
議
的
機
能
」（
四
頁
）
に
よ
り
分
析
し
て
い
る
。

（
3
）  

前
掲
注
（
2
）
に
お
い
て
、「
公
約
・
発
言
一
致
度
」
と
「
公
約
・
投
票
一
致
度
」
指
標
に
よ
り
、
一
致
度
は
与
党
の
と
き
低
く
な
り
、
野
党

の
と
き
高
く
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
4
）  

長
谷
川
武
三
（
二
〇
一
六
）「
地
方
議
員
の
選
挙
公
約
の
一
致
度
分
析
」『
日
本
地
域
政
策
研
究
』
第
一
七
号
　
三
八
―
四
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）  

辻
清
明
（
一
九
六
九
）
は
「
官
僚
制
的
拘
束
の
残
存
」（
一
四
三
頁
）
を
指
摘
し
、
村
松
岐
夫
（
一
九
八
一
）
に
よ
り
戦
前
戦
後
連
続
論
と
し

て
長
濱
政
寿
（
一
九
五
二
）
の
戦
前
戦
後
断
絶
論
と
対
比
し
て
い
る
。

（
6
）  

西
尾
勝
（
二
〇
〇
七
）
五
七
頁
。

（
7
）  

馬
渡
剛
（
二
〇
一
〇
）
第
四
章
、
築
山
宏
樹
（
二
〇
一
四
）「
地
方
議
員
の
立
法
活
動
」『
年
報
政
治
学
』
二
〇
一
四
︲
Ⅱ
一
八
五
―
二
一
〇
頁

他
を
参
照
の
こ
と
。



法学政治学論究　第111号（2016.12）

34

（
8
）  

東
京
都
議
会
で
は
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
現
在
で
は
議
会
運
営
委
員
会
の
議
事
録
が
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
七
月
二
七
日
現

在
は
閲
覧
で
き
な
い
。http://asp.db-serch.com

/tokyo/

　
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
閲
覧
。

　
　
　
議
会
運
営
委
委
員
会
の
議
事
内
容
は
本
会
議
審
議
の
本
質
が
示
さ
れ
て
お
り
、
議
会
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
な
お
、

青
森
県
議
会
で
は
傍
聴
が
許
可
制
と
な
っ
て
い
る
。

（
9
）  
小
泉
祐
一
郎
（
二
〇
一
一
）
四
一
一
頁
。

（
10
）  
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
著
（
一
九
七
九
）
及
び
磯
崎
育
夫
（
一
九
九
七
）
他
。

（
11
）  

名
取
良
太
に
よ
れ
ば
「
地
方
議
会
議
事
録
分
析
の
方
法
と
課
題
」（
二
〇
一
五
年
度
日
本
公
共
政
策
学
会
研
究
大
会
レ
ジ
ュ
メ
集
）
に
お
い
て

「
政
策
分
野
別
の
審
議
経
過
（
回
数
）
の
相
違
や
、
自
治
体
規
模
別
の
審
議
議
案
数
や
委
員
会
付
託
数
の
相
違
、
あ
る
い
は
議
員
別
の
質
問
数
な

ど
に
つ
い
て
比
較
分
析
」
す
る
と
し
て
い
る
が
、
審
議
の
内
容
そ
の
も
の
を
分
析
は
し
て
い
な
い
。

（
12
）  

片
山
善
博
総
務
大
臣
（
当
時
）
は
『
日
経
グ
ロ
ー
カ
ル
』
二
〇
一
一
No
一
六
三
で
「
知
事
た
ち
の
、
知
事
に
よ
る
、
知
事
の
た
め
の
改
革
」
と

し
て
い
た
（
二
三
頁
）。

（
13
）  

二
〇
一
一
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
時
の
選
挙
公
報
発
行
は
、
四
七
都
道
府
県
中
三
四
。
う
ち
本
会
議
及
び
委
員
会
の
全
文
議
事
録
を
Ｉ
Ｔ

ベ
ー
ス
で
公
開
し
て
い
た
の
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
福
島
県
、
群
馬
県
、
東
京
都
、
富
山
県
、
石
川
県
、
大
阪
府
。
三
重

県
は
全
員
協
議
会
の
議
事
録
が
概
要
版
で
あ
り
、
埼
玉
県
は
非
電
子
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
、
議
員
個
人
の
賛
否
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
の

は
青
森
県
、
東
京
都
、
大
阪
府
の
三
都
府
県
。
東
京
都
は
議
会
議
員
任
期
が
二
〇
〇
九
年
七
月
か
ら
二
〇
一
三
年
六
月
で
あ
り
、
期
間
中
都
知
事

の
交
代
が
あ
っ
た
。
大
阪
府
は
二
〇
一
一
年
四
月
か
ら
二
〇
一
五
年
三
月
の
間
で
同
じ
く
府
知
事
の
交
代
が
あ
っ
た
た
め
、
知
事
交
代
の
な
か
っ

た
青
森
県
を
最
終
選
定
と
し
た
。

（
14
）  

大
森
彌
（
二
〇
〇
〇
）
五
―
六
頁
。

（
15
）  

廣
瀬
克
哉
・
自
治
体
議
会
改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
議
会
改
革
白
書
』
生
活
者
。
二
〇
〇
九
年
版
か
ら
二
〇
一
四
年
版
ま
で
を
参
照
し
た
。

（
16
）  

品
田
裕
（
二
〇
〇
一
）
一
六
巻
、
三
九
―
五
四
頁
。

（
17
）  

小
林
良
彰
（
二
〇
〇
八
）
一
二
八
頁
。

（
18
）  

前
掲
注
（
2
）
一
八
〇
頁
。

（
19
）  Sulkin, Tracy. 2009, p. 1101; 2011, pp. 45 -46.

（
20
）  

真
渕
勝
・
北
山
俊
哉
編
著
（
二
〇
一
二
）
一
〇
頁
。
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（
21
）  

城
山
英
明
（
二
〇
一
二
）
二
六
三
頁
。

（
22
）  

大
嶽
秀
夫
（
一
九
九
〇
）
一
〇
頁
。

（
23
）  

前
掲
注
（
22
）
一
〇
頁
。

（
24
）  
草
野
厚
（
一
九
九
七
）
一
一
頁
。

（
25
）  
ド
ー
ソ
ン
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（
一
九
六
三
）
が
「
米
州
に
お
け
る
政
党
間
競
争
、
経
済
条
件
、
福
祉
施
策
」
で
示
し
た
モ
デ
ル
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

（
26
）  

こ
の
モ
デ
ル
は
Ｔ
・
Ｒ
・
ダ
イ
（
二
〇
一
三
）
が
示
し
た
政
策
分
析
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
参
照
し
た
。
一
五
―
一
六
頁
。

（
27
）  

早
川
純
貴
他
（
二
〇
〇
九
）
一
四
頁
。

（
28
）  

前
掲
注
（
22
）
二
〇
二
頁
。 

（
29
）  http://w

w
w.pref.aom

ori.lg.jp/soshiki/kikaku/kikaku/files 

二
〇
一
六
年
四
月
二
一
日
閲
覧
。

（
30
）  

前
掲
注
（
29
）
三
一
頁
。

（
31
）  

前
掲
注
（
29
）
六
七
頁
。 

（
32
）  

馬
渡
剛
（
二
〇
一
〇
）
表
２
―
２
、
二
八
頁
。

（
33
）  

辻
陽
（
二
〇
一
五
）
一
二
四
頁
。

（
34
）  

フ
ラ
ン
シ
ス
　
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ル
ー
ス
・
マ
イ
ケ
ル
　
テ
ィ
ー
ス
、
徳
川
家
広
訳
（
二
〇
一
二
）　
二
七
四
頁
。

（
35
）  

砂
原
庸
介
・
土
野
レ
オ
ナ
ー
ド
　
ビ
ク
タ
ー
賢
（
二
〇
一
三
）　
木
鐸
社
、
九
九
頁
。

（
36
）  

二
〇
一
五
年
七
月
三
日
筆
者
に
よ
る
面
接
調
査
。
青
森
県
議
会
議
員
・
無
所
属
古
村
一
雄
氏
。
調
査
へ
の
ご
協
力
に
対
し
、
記
し
て
感
謝
し
ま

す
。
同
時
に
依
頼
し
た
青
森
県
知
事
及
び
地
元
新
聞
社
へ
の
面
接
調
査
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

（
37
）  

前
掲
注
（
35
）
一
〇
〇
頁
。

（
38
）  

二
〇
一
一
年
四
月
五
日
付
東
奥
日
報
（W

eb

版
）
で
は
『
原
子
力
推
進
の
是
非
　
県
議
選
争
点
に
』
と
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）  gikai.pref.fukui./

二
〇
一
六
年
七
月
二
九
日
閲
覧
。

（
40
）  

二
〇
一
一
年
一
〇
月
五
日
第
二
六
七
定
例
会
で
民
主
党
提
出
議
案
「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
を
含
む
原
子
力
政
策
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

案
」（
原
案
否
決
）
を
示
し
政
策
の
継
続
を
表
明
し
た
。

（
41
）  asp.db-search.com

/ aom
ori 

二
〇
一
五
年
一
一
月
三
日
閲
覧
。
以
下
同
じ
。
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（
42
）  

二
〇
〇
九
年
二
月
二
七
日
第
二
五
七
回
定
例
会
、
自
民
党
長
尾
忠
行
議
員
発
言
。

（
43
）  

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日
第
二
五
九
回
定
例
会
、
共
産
党
諏
訪
益
一
議
員
発
言
。

（
44
）  

二
〇
〇
九
年
六
月
二
日
第
二
五
八
回
定
例
会
、
民
主
党
今
博
議
員
発
言
。

（
45
）  
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
第
二
五
九
回
定
例
会
、
民
主
党
山
内
崇
議
員
発
言
。

（
46
）  
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
第
二
五
九
回
定
例
会
、
自
民
党
阿
部
広
悦
議
員
発
言
。

（
47
）  
二
〇
一
一
年
六
月
二
九
日
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
委
員
会
、
民
主
党
渋
谷
哲
一
議
員
発
言
。

（
48
）  

二
〇
一
二
年
三
月
二
日
第
二
六
九
回
定
例
会
、
民
主
党
北
紀
一
議
員
発
言
。

（
49
）  

二
〇
一
二
年
三
月
二
日
第
二
六
九
回
定
例
会
、
自
民
党
阿
部
広
悦
議
員
発
言
。

（
50
）  

二
〇
一
一
年
一
二
月
二
日
第
二
六
八
回
定
例
会
、
自
民
党
斎
藤
邇
議
員
発
言
。

（
51
）  

二
〇
一
三
年
三
月
五
日
第
二
七
三
回
定
例
会
、
自
民
党
横
浜
力
議
員
発
言
。

参
考
文
献

秋
山
和
宏
編
著
（
二
〇
一
一
）『
現
代
政
治
過
程
』
三
和
書
籍
。

磯
崎
育
男
（
一
九
九
七
）『
政
策
過
程
の
理
論
と
実
際
』
蘆
書
房
。

伊
藤
光
利
・
田
中
愛
治
・
真
渕
勝
（
二
〇
〇
〇
）『
政
治
過
程
論
』
有
斐
閣
。

井
上
武
史
（
二
〇
一
四
）『
原
子
力
発
電
と
地
域
政
策
』
晃
洋
書
房
。

上
神
貴
佳
（
二
〇
一
〇
）「
政
権
交
代
と
政
策
過
程

―
委
任
モ
デ
ル
再
考
」『
公
共
政
策
研
究
』
第
一
〇
号
、
有
斐
閣
、
四
五
―
五
八
頁
。

大
嶽
秀
夫
（
一
九
九
〇
）『
政
策
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
。

大
森
彌
編
著
（
二
〇
〇
〇
）『
分
権
時
代
の
首
長
と
議
会
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

金
井
利
之
（
二
〇
一
二
）『
原
発
と
自
治
体
』
岩
波
書
店
。

草
野
厚
（
一
九
九
七
）『
政
策
過
程
分
析
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
。

小
泉
祐
一
郎
（
二
〇
一
一
）『
地
域
主
権
改
革
一
括
法
の
解
説
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

小
林
良
彰
・
新
川
達
郎
・
佐
々
木
信
夫
・
桑
原
英
明
（
一
九
八
七
）『
地
方
政
府
の
現
実
』
学
陽
書
房
。

小
林
良
彰
（
二
〇
〇
八
）『
制
度
改
革
以
降
の
日
本
型
民
主
主
義
』
木
鐸
社
。
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小
林
良
彰
・
岡
田
陽
介
・
鷲
田
任
邦
・
金
兌
希
（
二
〇
一
四
）『
代
議
制
民
主
主
義
の
比
較
研
究
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。

白
鳥
浩
編
著
（
二
〇
一
〇
）『
政
権
交
代
選
挙
の
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

白
鳥
浩
編
著
（
二
〇
一
三
）『
統
一
地
方
選
挙
の
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

城
山
英
明
（
二
〇
一
二
）「
原
子
力
安
全
規
制
策
政
策
」
森
田
朗
・
金
井
利
之
偏
著
『
政
策
変
容
と
制
度
設
計
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
六
三
―
二
八

六
頁
。

品
田
裕
（
二
〇
〇
一
）「
地
元
利
益
志
向
の
選
挙
公
約
」『
選
挙
研
究
』
一
六
巻
、
木
鐸
社
、
三
九
―
五
四
頁
。

砂
原
庸
介
（
二
〇
一
一
）『
地
方
政
府
の
民
主
主
義
』
有
斐
閣
。

砂
原
庸
介
・
土
野
レ
オ
ナ
ー
ド
　
ビ
ク
タ
ー
賢
（
二
〇
一
三
）「
地
方
政
治
の
台
頭
と
地
方
議
員
候
補
者
の
選
挙
戦
略
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
五
三
、

木
鐸
社
、
九
五
―
一
一
六
頁
。

曽
我
謙
悟
・
待
鳥
聡
史
（
二
〇
〇
七
）『
日
本
の
地
方
政
治
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
著
（
一
九
七
九
）『
自
治
体
に
お
け
る
政
策
形
成
の
政
治
行
政
力
学
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

辻
清
明
（
一
九
六
九
）『
新
版
　
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
。

辻
陽
（
二
〇
一
五
）『
戦
後
日
本
地
方
政
治
史
論
』
木
鐸
社
。

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
　
イ
ー
ス
ト
ン
、
岡
村
忠
夫
訳
（
一
九
六
八
）『
政
治
分
析
の
基
礎
』
み
す
ず
書
房
。

橋
本
信
之
（
一
九
八
四
）「
地
方
議
員
と
政
策
過
程
」
黒
田
展
之
編
『
現
代
日
本
の
地
方
政
治
家
』
法
律
文
化
社
、
九
七
―
一
三
二
頁
。

早
川
純
貴
・
内
海
麻
利
・
田
丸
大
・
大
山
礼
子
（
二
〇
〇
四
）『
政
策
過
程
論
』
学
陽
書
房
。

フ
ラ
ン
シ
ス
　
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ル
ー
ス
・
マ
イ
ケ
ル
　
テ
ィ
ー
ス
、
徳
川
家
広
訳
（
二
〇
一
二
）『
日
本
政
治
の
大
転
換
』
勁
草
書
房
。

長
濱
政
寿
（
一
九
五
二
）『
地
方
自
治
』
岩
波
書
店
。

中
野
実
（
一
九
九
二
）『
現
代
日
本
の
政
策
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
。

西
尾
勝
（
二
〇
〇
七
）『
地
方
分
権
改
革
』
東
京
大
学
出
版
会
。

真
渕
勝
・
北
山
俊
哉
編
（
二
〇
〇
八
）『
政
界
再
編
時
の
政
策
過
程
』
大
学
図
書
。

馬
渡
剛
（
二
〇
一
〇
）『
戦
後
日
本
の
地
方
議
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

村
松
岐
夫
（
一
九
八
一
）『
戦
後
日
本
の
官
僚
制
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
（
一
九
八
六
）『
地
方
議
員
の
研
究
』
日
本
経
済
新
聞
社
。
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村
松
岐
夫
（
一
九
八
八
）『
地
方
自
治
』
東
京
大
学
出
版
会
。

森
田
朗
・
金
井
利
之
編
著
（
二
〇
一
二
）『
政
策
変
容
と
制
度
設
計
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

山
崎
正
（
二
〇
〇
三
）『
地
方
議
員
の
政
治
意
識
』
日
本
評
論
社
。
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長
谷
川
　
武
三
（
は
せ
が
わ
　
た
け
み
つ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　 

日
本
政
治
学
会
、
公
共
選
択
学
会
、
日
本
地
域
政
策
学
会
、
日
本
公
共
政
策
学
会
、

日
本
地
方
自
治
学
会

専
攻
領
域
　
　
地
方
自
治
論

主
要
著
作
　
　 「
地
方
議
員
の
選
挙
公
約
の
一
致
度
分
析

―
二
元
代
表
制
の
与
野
党
効
果
」『
日
本

地
域
政
策
研
究
』
第
一
七
号
（
二
〇
一
六
年
）


